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○開発行為等事務処理要領 

平成８年藤枝市訓令第１号 

開発行為等事務処理要領（平成８年藤枝市訓令第１号）の全部を次のように改め

る。 

第１ 趣旨 

この要領は、藤枝市が行う都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第３章第１節

に係る開発許可制度の事務処理に関し、関係法令に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

第２ 関係法令の略称 

この要領において、都市計画法、同法施行令（昭和 44 年政令第 158 号）、同法

施行規則（昭和 44 年建設省令第 49 号）及び都市計画法に基づく開発行為等に関

する規則（平成８年藤枝市規則第１号）を、それぞれ法、政令、省令及び規則と

いう。 

第３ 開発行為予備審査 

法第２９条の規定による開発行為の許可に当たっては、許可の申請前に、次に

より開発行為予備審査（以下「予備審査」という。）を行うものとする。ただし、

藤枝市土地利用事業の適正化に関する指導要綱（平成６年４月２５日藤枝市告示

第４９号。以下「指導要綱」という。）第６条の規定による承認を受けた事業につ

いては、この限りでない。 

(1) 開発行為予備審査依頼書（第１号様式）に添付する図書は、次のとおりとす

る。 

ア 開発計画概要書（第２号様式） 

イ 法第 34 条各号のいずれかに該当する理由を示す書面（作成要領は別表１に

よる。市街化調整区域における開発行為に限る。） 

ウ 位置図（作成要領は別表２） 

エ 案内図（作成要領は別表２） 

オ 現況図（作成要領は別表２） 

カ 公図写し（作成要領は別表２） 

キ 土地利用計画図（作成要領は別表２） 

ク 全体求積図（作成要領は別表２） 

ケ 接続道路の概要及び改修計画書（必要に応じて現況交通量及び予想発生交

通量等を示し、道路改修の必要性を検討すること。） 
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コ 流末水路の概要及び改修計画書（放流先河川の流下能力を示し、河川改修

の要否について検討すること。ただし、開発区域面積 1,000 平方メートル未

満の開発行為を除く。） 

サ 現況写真（手札判程度） 

シ その他市長が必要と認める図書（作成要領は別表２） 

(2) 予備審査は、開発行為予備審査の依頼（第３号様式）により、書類審査及び

現地調査を行うものとする。 

(3) 現地調査は、関係各課及び予備審査依頼者の立会いの上で次に定める事項に

ついて調査するものとする。 

ア 地域及び地区の確認 

イ 開発区域に存在する歴史的自然的機能の役割 

ウ 開発区域内及び周辺の崖崩れ及び出水の状況 

エ 開発区域内の土地の地盤の状況 

オ 開発計画により予測される各種公害の発生の有無 

カ 開発計画の需要に対する既設の水道若しくはその他の給水施設の能力又は

藤枝市の給水計画に対する適合性 

キ その他必要とされる公共施設の設置の見通し 

ク 開発区域内の下水（汚水及び雨水）を適切に排出できる開発区域外の排水

施設等の存在の有無及び放流先までの距離と対策 

ケ 樹木の保存計画とその適否 

コ 消防水利の存在の有無 

サ 開発行為及び建築行為に必要な工事用重機等車両の進入路の有無及び安全

性 

シ 工事期間中に必要とされる防災対策 

ス 開発行為及び建築行為をするに当たって必要とされる他の法令の許認可等

及びその担当課名 

(4) 予備審査の意見書（第４号様式）に基づき他の法令との関連から特に重要と

認められるものについては、関係各課と調整を図るものとする。 

(5) 予備審査が終了したときは、意見書を添えて決裁を受け、その結果を第５号

様式により当該依頼をした者に通知するものとする。 

(6) (5)の通知は、通知した日から３年が経過した場合又は関係法令に改正があ

った場合には、その効力を失うこととする。 
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第４ 開発行為の許可 

法第 29 条の規定による許可は、次により行うものとする。 

(1) 省令第 16 条第１項の開発行為許可申請書（第６号様式）に添付する図書は、

次のとおりとする。 

ア 設計説明書（第７号様式） 

イ 申請者の住民票の写し(法人にあっては、法人の登記事項証明書〔全部事項

証明書に限る。以下同じ。〕) 

ウ 措置対応書（第８号様式）又は土地利用計画指示事項回答書の写し（指導

要綱第６条の規定に係るもの） 

エ 給水承諾書 

オ 関係各法令による関係機関の許可書等 

カ 都市計画法第 32 条の規定に基づく同意（第９号様式） 

キ 新設する公共施設一覧表（第 10 号様式） 

ク 開発区域内権利者一覧表（第 11 号様式） 

ケ 開発行為の施行等の同意書（第 12 号様式）（印鑑証明書を添付すること。） 

コ 設計者の資格に関する申告書※（第 13 号様式）（開発区域の面積が１ヘク

タール以上のものに限る。） 

サ 申請者の資力及び信用に関する申告書（第 14 号様式）（自己の居住用住宅

の建築を目的とする開発行為又は自己の業務用の建築物の建築等を目的とす

る開発区域の面積が１ヘクタール未満の開発行為で、宅地造成及び特定盛土

等規制法第 12 条第 1 項又は第 30 条第 1 項の許可を要さないものを除く。） 

シ 資金計画書（第 15 号様式）（自己の居住用住宅の建築を目的とする開発行

為又は自己の業務用の建築物の建築等を目的とする開発区域の面積が１ヘク

タール未満の開発行為で、宅地造成及び特定盛土等規制法第 12 条第 1 項又は

第 30 条第 1 項の許可を要さないものを除く。） 

ス 工事施行者の能力に関する申告書（第 16 号様式）（自己の居住用住宅の建

築を目的とする開発行為又は自己の業務用の建築物の建築等を目的とする開

発区域の面積が１ヘクタール未満の開発行為で、宅地造成及び特定盛土等規

制法第 12 条第 1 項又は第 30 条第 1 項の許可を要さないものを除く。） 

セ 土地の登記事項証明書（全部事項証明書に限る。以下同じ。） 

ソ 法第３４条各号のいずれかに該当する理由を示す書面（開発区域が市街化

調整区域内にある場合に限る。） 
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タ 設計図書（作成要領は、別表２による。） 

※ 宅地造成及び特定盛土等規制法第 12 条第 1 項又は第 30 条第 1 項の許可を

要するもので、同法第 13 条第 2 項及び第 31 条第 2 項の規定により同法施行

令で定める者の工事を行う場合は、開発区域の面積に関わらず、別途、同法

施行令第 22 条に掲げる資格を有する者であることを証する書面を添付する。 

(2) 申請書の審査は、開発行為許可審査表（第 17 号様式）により行うものとし、

特に重要と認められるものについては、関係機関と協議し意見書の提出を求め

た上で、この旨審査表に記載しておくものとする。 

(3) 審査が終了したときは、開発行為許可審査表を添えて決裁を受け、第 18 号

様式により当該申請をした者に許可の通知を行うものとする。この場合におい

て、通知は、許可印を押した申請図書に添えて行うものとする。 

(4) 許可に際して法第 79 条の規定に基づき付す条件は、次に掲げる事項のうち

必要なものとする。 

ア 開発行為の着手前に規則第６条の規定による届出を行うこと。なお、当該

工程表より工事が遅れた場合は、遅延理由書を提出すること。 

イ 第８により写真の整備を行うこと。 

ウ 開発行為を廃止する場合は、規則第 14 条の規定による届出を行うとともに、

安全上の措置を講じること。 

エ 防災施設に関する工事を先行させ、工事施工中の防災措置を十分行うこと。 

オ 盛土の施工は、政令第 28 条第４項の規定を遵守すること。 

カ 擁壁は、基礎地盤の支持力等が設計条件を満足することを確認した上、施

工すること。 

キ 切土又は掘削の結果、当該箇所の土質が地質調査等から想定したものと著

しく異なる場合は、速やかに対策を講じること。 

ク 電柱等道路施設以外の工作物は、道路敷以外に設置すること。 

ケ 土地の境界には標示等を設け、その境界を明確にすること。 

コ 規則第９条にの規定による標識の掲示を行うこと。 

サ 許可日から２年以内に工事に着手しない場合は、許可を取り消すことがあ

ること。 

シ 公共施設の管理者へ帰属させることとなる土地については、工事完了まで

に当該土地の登記承諾書を公共施設の管理者に提出できるよう準備すること。 

ス その他都市計画上必要と認められる事項。 
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第５ 開発行為の変更の許可 

法第 35 条の２第１項の許可等は、次により行うものとする。 

(1) 法第 35 条の２第２項の申請書（規則第１号様式）に添付する図書は次のと

おりとする。 

ア 変更しようとする理由を示す書面 

イ 変更事項新旧対照表（変更事項について変更前と変更後を対照したもの） 

ウ 変更箇所が確認できる図書（作成要領は第４(1)に準ずる。） 

 

エ 事前協議終了に係る通知の写し（(4)の事前の協議を行った場合に限る。） 

(2) 申請書の審査は、開発行為変更許可審査表（第 19 号様式）により行うもの

とする。 

(3) 審査が終了したときは、開発行為変更許可審査表を添えて決裁を受け、第

20 号様式により開発許可を受けた者（法第 44 条又は法第 45 条の規定による地

位の承継があったときは、承継した者。以下「開発者」という。）に許可の通知

を行うものとする。この場合において、通知は、許可印を押した申請図書に添

えて行うものとする。 

(4) 法第 30 条第１項第３号の開発行為に関する設計の変更(省令第 28 条の４の

軽微な変更を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当するものを除き、事

前の協議を行うことにより変更許可申請を一括して行うことができる。この場

合、当該許可に係る変更許可申請は、工事完了届出書、公共施設工事完了届出

書又は開発区域内における建築物等制限解除申請書を提出する前までに行うも

のとする。 

ア 擁壁に関して種類又は断面の変更等により、構造計算を行う必要があるも

の 

イ 調整池に関して必要となる容量、放流口の位置若しくは断面又は余水吐の

断面を変更するもの 

ウ 地盤改良に関して工法の追加又は変更を行うもの 

エ 公共施設の管理者又は管理をすることとなる者と変更の協議が必要なもの 

オ 開発区域の面積が 20 ヘクタール以上の開発行為について、政令第 23 条に

定める者と変更の協議が必要なもの 

(5) (4)の事前の協議は、開発行為変更協議書（第 21 号様式）を、変更箇所が確

認できる図書（作成要領は第４(1)に準ずる。）を添えて、提出するものとする。 
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なお、協議が終了したときは、第 22 号様式により開発者に通知を行うものと

する。 

第６ 開発許可の技術的基準 

開発許可に係る技術的基準に関しては、法、政令及び省令で定めるもののほか、

別に定める藤枝市開発許可技術的指導基準（平成８年藤枝市告示第９号）による

ものとする。 

第７ 工程報告 

規則第７条の規定により、市長に報告しなければならない工程は、次のとおり

とする。 

(1) 高さ２メートル以上の練積み造の擁壁を設置する場合の基礎工事の完了 

(2) 高さ２メートル以上の鉄筋コンクリート造の擁壁を設置する場合の配筋工

事の完了 

(3) 高さ２メートル以上の無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合の型わく

工事の完了 

(4) その他あらかじめ市長が指定する工程 

第８ 写真の整備 

開発者が行う写真の整備は、別に定める藤枝市開発行為の写真整備要領（平成

８年藤枝市告示第 10 号）によるものとする。 

第９ 工事の完了検査 

法第 36 条の規定による検査等は、次により行うものとする。 

(1) 省令第 29 条の工事完了届出書（様式第 23 号）又は公共施設工事完了届出書

（様式第 24 号）に添付する図書は、次のとおりとする。 

ア 開発区域位置図（縮尺１／50,000 以上） 

イ 許可に係る案内図（現況図） 

ウ 許可に係る公図の写し 

エ 許可に係る土地利用計画図（設計値と出来形値を対照したものとする。） 

オ 許可に係る緑化計画図（設計値と出来形値を対照したものとする。） 

カ 許可に係る緑化模式図（設計値と出来形値を対照したものとする。） 

キ 公共施設に関する工事について当該施設の管理者又は管理者となるべき者

の工事の検査結果を示す書面又は検査の状況を示す書面（検査不要又は検査

未実施の場合は、その旨を工事完了届出書の余白に記載すること。） 

ク 許可に係る造成計画平面図（設計値と出来形値を対照したものとする。） 
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ケ 許可に係る排水施設計画平面図（設計値と出来形値を対照したものとす

る。） 

コ 擁壁の出来形図（許可に係る擁壁の断面図に設計値と出来形値を対照した

もの。） 

サ 防災施設の出来形図（許可に係る防災施設構造図に設計値と出来形を対照

したもの。） 

シ 公共施設確定測量図（縮尺 １／1,000 以上） 

ス 区画確定測量図（各区画の確定面積を明示したもの。）（宅地分譲に限る。） 

セ 工事の施行状況が確認できる写真（第８により整備したもの。） 

ソ 実質工程表 

タ 品質管理表 

チ 最終許可書の写し 

ツ 開発行為の検査依頼書の添付図書 

テ その他市長が必要と認めるもの 

(2) 完了検査は、開発行為に関する工事の完了検査依頼書（第 25 号様式）によ

り、関係各課及び開発者の立会いの上で、藤枝市開発行為に関する工事検査要

領（平成８年藤枝市訓令第２号）により行い、検査の結果を開発行為に関する

工事の完了検査（再検査）結果書（第 26 号様式）にとりまとめ、都市政策課に

提出するものとする。 

(3) 開発行為に関する工事の完了検査（再検査）結果書を添えて決裁を受け、そ

の結果を開発行為に関する工事の完了検査（再検査）結果通知書（第 27 号様式）

として開発者に交付するものとする。 

(4) 手直し工事等の指示があった場合の手直工事（指示事項）完了報告書（規則

第８号様式）に添付する図書は、次に掲げるとおりとする。 

ア 手直し工事箇所の位置図（造成計画平面図を利用すること。） 

イ 工事前及び工事完了後の写真 

(5) 手直し工事については、再検査を行うものとする。ただし、写真で手直しの

内容が確認できる場合は、現場検査を省略できるものとする。 

(6) 検査又は再検査の結果、開発行為に関する工事又は公共施設に関する工事が

当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、開発行為に関する工事の

完了検査結果書を添えて決裁を受け、開発者に省令第 30 条に規定する開発行為

に関する工事の検査済証（第 28 号様式）又は公共施設に関する工事の検査済証
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（第 29 号様式）を交付するものとする。 

(7) 検査済証を交付したときは、遅滞なく工事が完了した旨を公告するとともに、

開発者にその写しを交付する。この公告は、藤枝市が設置する掲示場に掲載し

て行う。 

第 10 開発区域内における建築等制限の解除 

法第 37 条第１号の規定による制限の解除は、次により行うものとする。 

(1) 規則第 13 条の開発区域内における建築等制限解除申請書（規則第９号様式）

に添付する図書は次のとおりとする。 

ア 開発区域位置図（１／50,000 以上） 

イ 許可に係る土地利用計画図 

ウ 建築物等の平面図及び立面図（縮尺１／200 以上） 

エ 建築物等の用途、構造、規模（建築面積、延床面積及び階数）及び棟数を

示す書面 

オ 擁壁の出来形図（許可に係る擁壁の断面図に設計値と出来形値を対照した

もの） 

カ 防災施設の出来形図（設計値と出来形値を対照したもの） 

キ 公共施設に関する工事についての当該施設の管理者若しくは管理者となる

べき者の工事の検査結果を示す書面又は進捗状況を示す書面（検査不要又は

検査未実施の場合は、その旨を工事完了届出書の余白に記載すること。） 

ク 工事の施行状況が確認できる写真（第８により整備したもの。） 

ケ 建築工事工程表 

コ 品質管理表 

サ その他市長が必要と認めるもの 

(2) 申請書の審査は、開発区域内における建築等制限解除審査表（第 30 号様式）

により行うものとし、原則として現場の検査を行うものとする。この現場検査

は、第９の(2)、(3)、(4)及び(5)に準じ行うものとする。 

(3) 審査が終了したときは、開発区域内における建築等制限解除審査表を添えて

決裁を受け、第 31 号様式により当該申請をした者に解除の通知を行うものとす

る。この場合において、通知は、制限解除印を押した申請図書を添えて、行う

ものとする。 

第 11 建築等の制限の解除の基準 

法第 37 条第１号の規定による制限の解除は、次に掲げる事項のいずれかに該当
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し、安全上支障がなく、かつ、開発行為が許可どおり行われる見通しのある場合

であって、公共施設に関する工事が完了しているものについて行うものとする。

ただし、施行上等の理由によりやむを得ないもので、工事の進捗状況等により確

実に工事が完了すると認められるものはこの限りではない。 

ア 住宅地造成等で、官公署、汚水処理場その他の公益的施設を先行的に建築す

るもの。 

イ 開発行為に関する工事と建築等の工事が重複し、建築等の工事に着手しない

と開発行為に関する工事が完了しないもの。 

ウ 開発行為に関する工事の完了前に建築等に着手しないと工事に著しい手戻り

を生ずるもの。 

エ 収用対象事業の施行により移転又は除去するために必要となったもの。 

オ その他特に必要があると認められるもの。 

第12 安全上の措置に関する計画書の承認 

規制第14条第２項の規定により工事の廃止に伴い必要となる安全上の措置に関

する計画書（規則第10号様式）の承認に関しては、次の要領により行うものとす

る。 

(1) 安全上の措置に関する計画書は次に掲げる書類を添えて、市長に提出するも

のとする。 

ア 開発区域位置図（縮尺１／50,000以上）  

イ 開発行為に関する工事の施行状況を示す図面（工事着手した場合に限る。） 

ウ 安全上の措置に関する計画の内容を示す図面（工事着手した場合に限る。） 

エ 現況写真 

オ その他（廃止に当たって市が指導した事項がある場合は、それを記載した

もの。） 

(2) 安全上の措置に関する計画書の審査を承認した場合は、承認印を押した計画

書を送付するものとする。  

第 12 の２ 工事廃止の届出 

法第 38 条の規定による届出の受理は、次により行うものとする。 

(1) 省令第 32 条の開発行為に関する工事の廃止の届出書（様式第 32 号）に添付

する図書は次のとおりとする。 

ア 開発区域位置図（縮尺 1／10,000 以上） 

イ 工事を廃止した土地の現況図（縮尺 1／1,000 以上。開発区域の面積が 20
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ヘクタール以上のものにあっては、縮尺 1／3,000 以上とし、工事に着手した

場合にあっては、工事に着手した土地の範囲を明示すること。） 

ウ 承認を受けた安全上の措置に関する計画書に基づく防災施設等の出来形図

（承認を受けた防災施設構造図等に計画値と出来形を対照したもの。）（工事

に着手した場合に限る。） 

エ 公共施設に関する工事についての当該施設の管理者若しくは管理者となる

べき者の工事の検査結果を示す書面又は進捗状況を示す書面（検査不要等の

場合は、その旨を工事完了届出書の余白に記載すること。）（工事に着手した

場合に限る。） 

オ 現況写真 

カ 工事の施行状況が確認できる写真（第８により整備したもの。）（工事に着

手した場合に限る。） 

キ 品質管理表（工事に着手した場合に限る。） 

(2) 開発行為に関する工事の廃止の届出の審査は、開発行為工事廃止届受理審査

表（第 33 号様式）により行うものとし、工事に着手したものにあっては、工事

の廃止に伴う公共施設の機能回復措置及び防災措置について関係各課及び開発

者の立会いの上で、現地の確認を行うものとする。 

(3) 審査が終了したときは、開発行為工事廃止届受理審査表を添え、関係各課の

合議を経て決裁を受け、第 34 号様式により当該届出をした者に受理の通知を行

うものとする。 

第 13 建ぺい率等の指定 

法第 41 条第１項の制限は、建築住宅課に合議の上、定めるものとする。 

第 14 建築等の許可 

法第 41 条第２項ただし書、法第 42 条第１項ただし書及び法第 43 条第１項の規

定による許可は、次により行うものとする。 

(1) 規則第 15 条の制限区域内における建築の許可申請書（規則第 11 号様式）に

添付する図書は次のとおりとする。 

ア 開発区域位置図（縮尺１／50,000 以上） 

イ 許可に係る土地利用計画図 

ウ 建築物の位置図及び配置図（縮尺１／500 以上） 

エ 建築物等の平面図及び立面図（縮尺１／250 以上） 

オ 建築物等の用途、規模（建築面積、延べ床面積及び階数）、構造及び棟数を
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示す書面 

(2) 規則第 16 条の予定建築物等以外の建築等の許可申請書（規則第 12 号様式）

に添付する図書は、(1)のアからオまでに掲げる図書のほか、法第 34 条各号の

いずれかに該当する理由等を示す書面（作成要領は別表１）とする。 

(3) 省令第 34 条第１項の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第１種特

定工作物の新設許可申請書（第 35 号様式）に添付する図書は、次の表のとおり

とする。 

添 付  

順 序  
図  書  の 名  称  摘           要  

１  政 令 第 36 条 第 １項 第 ３号 に該 当

する理 由 を示 す書 面  

作 成 要 領 は別 表 １による。 

２ 敷 地 概 要 書  第 36 号 様 式  

３ 位 置 図  

（縮 尺 １／2,500 以 上 ） 

次 の事 項 を明 示 すること。 

(1) 方 位 ・縮 尺  

(2) 敷 地 の位 置 及 び形 状  

４ 敷 地 現 況 図  

（縮 尺 1／250 以 上 ） 

次 の事 項 を明 示 すること。 

(1) 敷 地 の境 界  

(2) 敷 地 周 辺 の公 共 施 設  

(3) 建 築 物 等 の位 置  

(4) 崖 及 び擁 壁 の位 置  

(5) 写 真 の撮 影 位 置  

(6) 擁 壁 の構 造 ・高 さ・延 長  

(7) 敷 地 四 角 のＧＬ 

５ 配 置 図  

（縮 尺 1／250 以 上 ） 

次 の事 項 を明 示 すること。 

(1) 敷 地 の境 界  

(2) 敷 地 周 辺 の公 共 施 設 及 びその名 称  

(3) 予 定 建 築 物 等 の位 置  

(4) 予 定 建 築 物 等 の 用 途 、 規 模 、 (建 物

面 積 、 延 べ 面 積 及 び 階 数 、 建 蔽 率 、 容

積 率 )、構 造 及 び棟 数  

(5) 崖 及 び擁 壁 （ 既 設 ・新 設 ） の位 置 ・種

類 ・延 長 ・天 端 高  

(6) 排 水 施 設 の位 置 、種 類 、形 状  

(7) 水 の流 れの方 向  

(8) 吐 口 の位 置 、放 流 先 の名 称  

(9) 敷 地 四 角 のＦＨ 

(10) 都 市 計 画 道 路  

６ 縦 横 断 面 図  

（縮 尺 1／250 以 上 ） 

次 の事 項 を明 示 すること。 

(1) 現 況 断 面 ・計 画 断 面  

(2) 道 路 ・水 路  

(3) 予 定 建 築 物 等  

(4) 切 土 高 ・盛 土 高 （切 土 ・盛 土 なし） 

７ 擁 壁 構 造 図 （縮 尺 1／50 以 上 ） 擁 壁 を設 置 する場 合 に限 る。擁 壁 の種 類

及 び寸 法 を明 示 すること。 
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８ 公 図 の写 し 

（縮 尺 は公 図 のとおり。） 

次 の事 項 を明 示 すること。 

(1) 申 請 地 （黄 色 に着 色 ） 

(2) 公 道 （赤 色 に着 色 ） 

(3) 水 路 （青 色 に着 色 ） 

(4) 堤 塘 敷 （薄 墨 色 に着 色 ） 

(5) 方 位 ・縮 尺  

(6) 転 写 に関 する記 載  

９ 敷 地 求 積 図  

（縮 尺 1／250 以 上 ） 

算 式 を明 示 すること。 セットバック・切 土 ・

盛 土 がある場 合 、当 該 部 分 も別 途 求 積 。 

10 建 築 物 等 の平 面 図  

（縮 尺 1／250 以 上 ） 
 

11 建 築 物 の立 面 図  

（縮 尺 1／250 以 上 ） 

２面 以 上 を記 載 し、計 画 地 盤 面 からの高

さを明 示 すること。 

12 土 地 の登 記 事 項 証 明 書 （全 部 事

項 証 明 書 に限 る。） 

発 行 日 が申 請 日 から三 ヶ月 以 内 のもの。 

13 土 地 の使 用 承 諾 書  申 請 者 と土 地 所 有 者 が異 なる場 合 。 

14 誓 約 書  申 請 に 係 る 建 築 物 に つ い て 、 貸 与 ・ 転

売 ・用 途 変 更 等 し ない旨 を誓 約 する。書 式

は自 由 。申 請 者 の自 筆 署 名 が必 要 。 

15 現 況 写 真  

（手 札 判 程 度 ） 

次 の事 項 がわかるもの。 

(1) 敷 地 の現 況  

(2) 取 付 ける公 道 の現 況  

(3) 敷 地 が公 道 に接 する部 分  

(4) 放 流 先 河 川 の現 況  

(5) 崖 及 び擁 壁 の現 況  

敷 地 の境 界 を赤 い線 で明 示 すること。 

16 その他 市 長 が必 要 と認 めるもの  

 (4) 審査が終了したときは、決裁を受け、法第 41 条第２項ただし書及び法第 42

条第１項ただし書の規定による許可の場合は第 37 号様式により、法第 43 条第１項

の規定による許可の場合は第 38 号様式により、当該申請をした者に許可の通知を行

うものとする。 

第 15 法第 32 条の規定に基づく同意 

法第 32 条の規定に基づく同意に関しては、都市計画法第 32 条の規定に基づく

協議申請書（第 39 号様式）により、施設管理者と協議するものとする。 

第 16 地位の承継届 

規則第 19 条の規定による地位の承継届（規則第 13 号様式）に添付する図書は、

戸籍謄本（法人にあっては、法人の登記事項証明書）及びその他の承継の事実を

証する書面とする。 

第 17 地位の承継の承認 

法第 45 条の規定による地位の承継の承認は、次により行うものとする。 

(1) 規則第 20 条の地位の承継の承認申請書（規則第 14 号様式）に添付する図書



13 
 

は、次のとおりとする。 

ア 申請者の住民票の写し（法人にあっては、法人の登記事項証明書） 

イ 土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したこと

を証する書面 

ウ 開発区域内権利者一覧表（第 11 号様式） 

エ 開発行為の施行等の同意書（第 12 号様式） 

オ 申請者の資力信用に関する申告書（第 14 号様式）（自己の居住用住宅の建

築を目的とする開発行為又は自己の業務用の建築物の建築等を目的とする開

発区域の面積が１ヘクタール未満の開発行為で、宅地造成及び特定盛土等規

制法第 12 条第 1 項又は第 30 条第 1 項の許可を要さないものを除く。） 

カ 資金計画書（第 15 号様式）（自己の居住用住宅の建築を目的とする開発行

為又は自己の業務用の建築物の建築等を目的とする開発区域の面積が１ヘク

タール未満の開発行為で、宅地造成及び特定盛土等規制法第 12 条第 1 項又は

第 30 条第 1 項の許可を要さないものを除く。） 

キ 工事施行者の能力に関する申告書（第 16 号様式）（自己の居住用住宅の建

築を目的とする開発行為又は自己の業務用の建築物の建築等を目的とする開

発区域の面積が１ヘクタール未満の開発行為で、宅地造成及び特定盛土等規

制法第 12 条第 1 項又は第 30 条第 1 項の許可を要さないものを除く。） 

ク 工事の施行状況を示す書面 

(2) 審査が終了したときは、決裁を受け、第 40 号様式により当該申請をした者

に承認の通知をするものとする。なお、事業廃止を前提とした地位の承継の申

請に対しては、あらかじめ現地を調査し、第 12（安全上の措置に関する計画書

の承認）に定める、工事の廃止に伴い必要となる安全上の措置（公共施設の機

能の回復や防災上必要な措置等）が必要と認められる場合には、地位の承継の

申請者が当該措置を施行する意思を有していることを書面により確認するもの

とする。 

第 18 開発登録簿の調製 

法第 46 条の規定による開発登録簿の調製・保管及び写しの交付に関しては、次

の要領により行うものとする。 

(1) 開発登録簿の調製は、開発登録簿（規則第 15 号様式）に、次の図面を添え

て行うものとする。 

ア 案内図（縮尺１／2,500 以上） 
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イ 土地利用計画図及び造成計画平面図（縮尺１／1,000 以上） 

ウ 区画確定測量図（宅地分譲の場合に、各区画の確定面積を明示したもの。

縮尺１／250 以上） 

(2) 法第35条の２の規定による変更許可若しくは変更届又は法第81条第１項の

規定による処分により法第47条第1項各号に掲げる事項について変動を生じた

ときは開発登録簿に必要な修正を加え、また、検査済証を交付したとき、法第

41条第２項ただし書若しくは法第42条第１項ただし書の規定による許可があ

ったとき、又は同条第２項の協議が成立したときは、開発登録簿にその旨を附

記するものとする。 

(3) 法第38条の規定による開発行為の廃止の届出があったときは、遅滞なく、開

発登録簿を閉鎖するものとする。 

(4) 開発登録簿の閲覧に関しては、規則第23条から第26条までに規定するところ

によるものとする。 

(5) 規則第27条に規定する開発登録簿謄本交付申請書が提出され、法第47条第５

項の規定により開発登録簿の写しを交付する際には、当該写しが開発登録簿の

真正な写しであることを証する旨を附記し、所属長印等公印を押印するものと

する。 

第 19 開発行為及び建築等に関する証明書 

省令第 60 条の書面の交付は、次により行うものとする。 

(1)  都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書（規則第18号

様式）に添付する図書は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げ

る図書とする。 

区  分  図 書  

ア  法第 29

条 第 １ 項

又 は 第 ２

項 の 規 定

に 適 合 し

て い る こ

との証明  

ａ  許 可 の 内

容 に 適 合 し

て い る こ と

の証明  

 

(a) 当 該 許 可 を

受 け た 内 容 と

同じ建築物 

１  当該許可に係る許可書の写し 

２  位置図 

３  公図写し 

４  土地の登記事項証明書（全部事項

証明書に限る。） 

５ 建築物等の配置図  

６ 建築物等の各階平面図・立面図 

(b) 宅 地 分 譲 に

係 る 適 合 証 明

書の一括交付 

１  当該許可に係る許可書の写し 

２  位置図 

３  土地利用計画図 

４  公図写し 

５  区画確定測量図 

６  開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 検 査 済

証の写し  
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(c) 許 可 を 受 け

た 建 築 物 の 建

替え （敷地、

用 途 、 規 模 、

構 造 が 同 じ も

のに限る。） 

１ 当該許可に係る許可書の写し  

２  位置図 

３  案内図 

４  現況平面図 

５  申請の理由書 

６  公図写し 

７  土地の登記事項証明書（全部事項

証明書に限る。） 

８  敷地求積図 

９  建 築 物 等 の 配 置 図 （ 断 面 図 を 含

む。）  

10 建築物等の各階平面図・立面図 

11 擁壁構造図 

12 誓約書 

13 現況写真 

14 その他市長が必要と認める図書 

ｂ  許 可 不 要

で あ る こ と

の証明  

 

(a) 法 第 29条 第

１ 項 第 ２ 号 又

は 第 ２ 項 第 １

号 に 規 定 す る

農 業 、 林 業 又

は 漁 業 を 営 む

者 の 居 住 の 用

に 供 す る 建 築

物 を 建 築 す る

目 的 で 行 う 開

発 行 為 （ 農 林

漁 家 住 宅 、 農

林 漁 業 用 施

設） 

１  位置図 

２  案内図 

３  現況平面図 

４  申請の理由書 

５  公図写し 

６  土地の登記事項証明書（全部事項

証明書に限る。） 

７  敷地求積図 

８  建 築 物 等 の 配 置 図 （ 断 面 図 を 含

む。）  

９  建築物等の各階平面図・立面図 

10 擁壁構造図 

11  農 林 漁 業 を 営 む 者 で あ る こ と の

証明書（様式第 41 号を参照するこ

と。）  

12 誓約書 

13 現況写真 

14 その他市長が必要と認める図書 

(b) 公 益 上 必 要

な 建 築 物 （ 駅

舎、図書館等） 

 

 

１ 位置図 

２ 公図写し 

３ 建 築 物 等 の 配 置 図 （ 断 面 図 を 含

む。）  

４ 建築物等の各階平面図・立面図 

５  法第 29 条第１項各号又は第２項各

号の一に該当する理由を示す書面 

６  その他市長が必要と認める図書 

(c) 開 発 行 為 に

該 当 し な い 軽

微 な 造 成 等 を

伴 い 建 築 す る

建 築 物 （ 盛 土

50cm未 満 等 ）

又 は 開 発 許 可

不 要 な 規 模 で

開 発 行 為 を 行

い 建 築 す る 建

築 物 （ 市 街 化

区 域 内 で

1,000㎡に満  

１ 位置図 

２ 公図写し 

３ 建 築 物 等 の 配 置 図 （ 断 面 図 を 含

む。）  

４ 建築物等の各階平面図・立面図 

５  その他市長が必要と認める図書 
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  た な い 範 囲 開

発 行 為 を 行 う

もの等） 

 

イ  法第 43

条第 １項の

規定 に適合

して いるこ

との証明  

ａ  許 可 の 内

容 に 適 合 し

て い る こ と

の証明  

(a) 当 該 許 可 を

受 け た 内 容 と

同じ建築物 

１ 当該許可に係る許可書の写し  

２ 位置図 

３ 公図写し 

４  土地の登記事項証明書（全部事項

証明書に限る。） 

５ 建築物等の配置図  

６ 建築物等の各階平面図・立面図 

  (b) 許 可 を 受 け

た 建 築 物 の 建

替 え （ 敷 地 、

用 途 、 規 模 、

構 造 が 同 じ も

のに限る。） 

１ 当該許可に係る許可書の写し  

２  位置図 

３  案内図 

４  現況平面図 

５  申請の理由書 

６  公図写し 

７  土地の登記事項証明書（全部事項

証明書に限る。） 

８  敷地求積図 

９  建 築 物 等 の 配 置 図 （ 断 面 図 を 含

む。）  

10 建築物等の各階平面図・立面図 

11 擁壁構造図 

12 誓約書 

13 現況写真 

14 その他市長が必要と認める図書 

 ｂ  許 可 不 要

で あ る こ と

の証明  

 

(a) 農 林 漁 家 住

宅 、 旧 住 宅 地

造 成 事 業 地 内

に お け る 建 築

等 

１  位置図 

２  案内図 

３  現況平面図 

４  申請の理由書 

５  公図写し 

６  土地の登記事項証明書（全部事項

証明書に限る。） 

７  敷地求積図 

８  建 築 物 等 の 配 置 図 （ 断 面 図 を 含

む。）  

９  建築物等の各階平面図・立面図 

10 擁壁構造図 

11 法第 43 条第 1 項において制限を

受 け な い 建 築 物 若 し く は 建 築 行 為

等 で あ る 理 由 又 は 同 条 同 項 各 号 の

い ず れ か に 該 当 す る 理 由 を 示 す 書

面（関係機関の発行する証明書等を

含む。）  

12 誓約書 

13 現況写真 

14 その他市長が必要と認める図書 

  (b) 法 第 29条 第

１ 項 第 ３ 号 に

規 定 す る 公 益

上 必 要 な 建 築

物 （ 駅 舎 、 図

書館等） 

１  位置図 

２  公図写し 

３  建 築 物 等 の 配 置 図 （ 断 面 図 を 含

む。）  

４  建築物等の各階平面図・立面図 

５  その他市長が必要と認める図書 

  (c) 適 法 な 既 存

建築物の建替 

１  位置図 

２  案内図 
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  え （ 線 引 き 前

か ら の 建 築

物 、 開 発 許 可

不 要 な 建 築

物） 

３  現況平面図 

４  申請の理由書 

５  公図写し 

６  土地の登記事項証明書（全部事項

証明書に限る。） 

７  敷地求積図 

８  建 築 物 等 の 配 置 図 （ 断 面 図 を 含

む。）  

９  建築物等の各階平面図・立面図 

10 擁壁構造図 

11 既存建築物の証明書類 

次のア又はイを証する書面 

ア 既存建築物が線引きの際に既に

適法に建築されていたことを証す

る以下のいずれかの書面 

・建築確認通知書 

・建物登記事項証明書 

・築年次入りの固定資産税家屋評

価証明書 

イ 線引き後に適法に建築されてい

たことを証する以下のいずれかの

書面 

・都市計画法第 43 条第１項に基づ

く建築許可書 

・建築確認通知書 

・都市計画法に適合する建築物等

であることの証明書 

・その他証するに足る書面 

12 誓約書 

13 現況写真 

14 その他市長が必要と認める図書 

ウ  そ の 他

（ 法 第 35

条 の ２ 第

１項、法第

41 条 第 ２

項 又 は 法

第 42 条の

規 定 に 適

合 し て い

る こ と の

証明） 

ａ 許可の内容

に適合してい

ることの証明 

(a) 当 該 許 可 を

受 け た 内 容 と

同 じ 建 築 物 の

場合 

１ 当該許可に係る許可書の写し 

２ 位置図 

３ 公図写し 

４  土地の登記事項証明書（全部事項

証明書に限る。） 

５ 建築物等の配置図  

６ 建築物等の各階平面図・立面図 

  (b) 許 可 を 受 け

た 建 築 物 の 建

替 え （ 敷 地 、

用 途 、 規 模 、

構 造 が 同 じ も

のに限る。） 

１ 当該許可に係る許可書の写し  

２  位置図 

３  案内図 

４  現況平面図 

５  申請の理由書 

６  公図写し 

７  土地の登記事項証明書（全部事項

証明書に限る。） 

８  敷地求積図 

９  建 築 物 等 の 配 置 図 （ 断 面 図 を 含

む。）  

10 建築物等の各階平面図・立面図 
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   11 擁壁構造図 

12 誓約書 

13 現況写真 

14 その他市長が必要と認める図書 

 ｂ 許可不要で

あることの証

明 

(a) 許 可 を 受 け

た 建 築 物 の 軽

微 な 増 築 等 又

は 予 定 建 築 物

の 附 属 建 築 物

等の場合等 

１ 位置図 

２ 公図写し 

３ 建築物等の配置図  

４ 建築物等の各階平面図・立面図 

５ その他市長が必要と認める図書 

（参考例）新旧対照表 

 用途 構造 敷地面積 建築面積 延べ床面積 建蔽率 容積率 

新   造 階建 ㎡ ㎡ ㎡ ％ ％ 

旧   造 階建 ㎡ ㎡ ㎡ ％ ％ 

倍率 － － －   － － 

(2) 審査が終了したときは、決裁を受け、都市計画法の規定に適合する建築物等

であることの証明書（第 41 号様式）により当該申請をした者に証明書を交付す

るものとする。 

第 20 既存権利者の届出 

法第 34 条第 13 号の規定による届出は、都市計画法第 34 条第 13 号の規定によ

る届出書（規則第３号様式）に、次に掲げる図書を添えて、提出するものとする。 

ア 位置図（縮尺１／2,500 以上） 

イ 公図写し 

ウ 配置図（縮尺１／500 以上） 

エ 土地の登記事項証明書 

オ 農地転用許可書の写し（農地転用許可を受ける必要がある場合のみ。） 

カ 現況写真（手札判とし、当該土地の状況が明確にわかるもの。） 

第 21 申請書等の提出部数 

申請書等の提出部数は、別表３に定める部数とする。 

第 22 開発審査会への付議 

法第 34 条第 14 号又は政令第 36 条第１項第３号ホ（法第 42 条第１項ただし書

の規定による許可に際し準用する場合を含む。）の規定による開発審査会への付議

に関しては、静岡県開発審査会付議事務処理要領（平成７年３月 27 日付け都計第

944 号静岡県都市住宅部都市計画課長通知）によるものとする。 

附 則 

１ この訓令は、平成８年４月１日から施行する。 
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２ この訓令の施行の際、現に、静岡県が定めた開発行為等事務処理要領（平成７

年４月１日実施）の規定及び様式に基づいて提出されている申請書又は届出書は、

この要領の相当する規定及び様式に基づいて提出された申請書又は届出書とみな

す。 

附 則 

この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附  則（平成２５年４月１日藤枝市訓令第８号） 

 この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年４月１日藤枝市訓令第８号） 

  （施行期日） 

１ この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行の際、現に改正前の訓令により作成されている用紙は、当分

の間、調整して使用することができる。 

附 則（平成２５年４月１日藤枝市訓令第８号） 

  （施行期日） 

１ この訓令は、令和７年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行の際、現に改正前の訓令により作成されている用紙は、当分

の間、調整して使用することができる。 

附 則（平成２５年４月１日藤枝市訓令第８号） 

  （施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表１ 

法第 34 条各号のいずれか又は政令第 36 条第１項第３号に該当する理由を示す書

面の作成要領 

該当条項  内  容  図書名 縮  尺  明示すべき事項 備  考  

法第 34 条

第 １ 号 及

び 政 令 第

36 条第１

項 第 ３ 号

イ  

日 用 品 販

売店舗等  

又は 

公 共 公 益

施設 

１  周 辺 建

築 物 用 途

別現況図  

1／ 2,500 

以上  

・申請地  

・住宅、店舗（営業内容

明示）、工場等の別及びそ

れらの個数  

・半径 150

ｍ以内又

は 50 戸

以上の建

築物の連

たんして

いる範囲 

２  業 務 内

容 を 示 す

書面  

 ・販売、加工、修理等に

係る取扱品目、作業の内

容、規模等  

 

３  申 請 者

の 職 務 経

歴 を 示 す

書面  

 ・業務に関係する経歴、

資格等 

 

４  公 共 公

益 施 設 の

場 合 は 当

該 施 設 に

該 当 す る

こ と を 示

す書類 

  ・別に定

める公共

公益施設

に係る確

認書 

・社会福

祉施設の

設置に関

する誓約

書、事業

実績書、

資金計画

書等（社

会福祉施

設 の 場

合） 

・各資格

免許証の

写し（診

療所、助

産所の場

合） 

法第 34 条

第 ２ 号 及

び 政 令 第

36 条第１

項 第 ３ 号

イ  

資 源 の 活

用  

1 資 源 分 布

状況図 

1／ 2,500 

以上  

・申請地  

・資源の種類、分布の範

囲、埋蔵量等  

 

2 資 源 の 利

用 目 的 、

利 用 方 法

等 を 示 す

書面  

 ・資源の利用目的、具体

的な利用方法等  

・事業の継続予定期間  

・他の原材料との割合及

びその生産地  
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3 資 源 の 採

取 等 に 係

る 他 法 令

の 許 認 可

の 状 況 を

示す書面  

  ・他法令

の許認可

を必要と

する場合

に限る｡ 

法第 34 条

第 ４ 号 及

び 政 令 第

36 条第１

項 第 ３ 号

イ  

農 林 漁 業

用施設 

1 施 設 を 利

用 し て 行

お う と す

る 業 務 内

容 を 示 す

書面  

   

2 申 請 者 の

職 務 等 を

示す書面  

 ・業務に関する経歴、資

格等  

 

農 林 水 産

物 の 処

理 、 貯 蔵

及 び 加 工

施設  

1 処 理 等 を

行 お う と

す る 農 林

水 産 物 の

生 産 地 の

状 況 を 示

す書面 

 ・農林水産物の種類、生

産地の分布、生産量等  

 

2 業 務 内 容

を 示 す 書

面  

 ・処理等の具体的な内容  

・他の原材料との割合及

びその生産地  

 

法第 34 条

第 ６ 号 及

び 政 令 第

36 条第１

項 第 ３ 号

イ  

中 小 企 業

の 共 同

化 ・ 集 団

化  

1 共 同 化 ・

集 団 化 事

業 の 概 要

を 示 す 書

面  

   

2 国・中小企

業 総 合 事

業 団 と 一

体 と し て

す る 県 の

助 成 の 状

況 を 示 す

書面  

   

法第 34 条

第 ７ 号 及

び 政 令 第

36 条第１

項 第 ３ 号

イ  

既 存 工 場

と 密 接 な

関 連 を 有

する事業  

1 位置図  1／ 2,500

以上  

・既存工場と申請地の関

係  

 

2 既 存 工 場

の 概 要 及

び 当 該 工

場 と 申 請

に 係 る 事

業 と の 関

連 性 を 示

す書面 

 

 

 ・既存工場との製品納入、

原料供給関係  

・事業活動 の効率 化の具

体的な内容  
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法第 34 条

第 ８ 号 及

び 政 令 第

36 条第１

項 第 １ 号

イ  

火薬庫 1 火 薬 の 種

類 及 び 数

量 を 示 す

書面  

   

2 火 薬 類 取

締 法 の 許

可 の 状 況

を 示 す 書

面  

   

法第 34 条

第 ９ 号 及

び 政 令 第

36 条第１

項 第 ３ 号

イ  

沿 道 サ ー

ビス施設  

1 周 辺 建 築

物 用 途 別

現況図 

1／ 2,500

以上  

・申請地  

・市街化区域（用途地域

明示）からの距離 

 

2 サ ー ビ ス

対 象 の 道

路 の 状 況

を 示 す 書

面  

 ・道路の幅員及び性格、

交通量、通過車両の内容

等  

 

3 業 務 内 容

を 示 す 書

面  

 ・サービスの内容、規模

等  

 

4 申 請 者 の

職 務 経 歴

を 示 す 書

面  

 ・業務に関係する経歴、

資格等 

 

道 路 管 理

施設  

1 施 設 の 概

要 を 示 す

書面  

 ・施設の概要及びその設

置を必要とする理由  

 

火 薬 類 の

製造所 

1 施 設 の 概

要 を 示 す

書面  

   

2 火 薬 類 取

締 法 の 許

可 の 状 況

を 示 す 書

面  

   

法第 34 条

第 10 号及

び 政 令 第

36 条第１

項 第 ３ 号

イ  

地 区 計 画

の 内 容 に

適 合 す る

建築物等 

1 予 定 建 築

物 等 の 用

途 を 示 す

書 面 （ 住

宅 以 外 の

用 途 の 場

合）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・地区計画の内容に適合 

すること。 
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法第 34 条

第 11 号及

び 政 令 第

36 条第１

項 第 ３ 号

ロ  

 

 

条 例 で 指

定 し た 区

域 内 に お

け る 建 築

行為 

1 周 辺 建 築

物 用 途 別

現況図 

 

2 必 要 抑 制

量計算書  

3 雨 水 流 出

抑 制 施 設

設 置 位 置

図  

4 雨 水 流 出

抑 制 施 設

構造図 

 ・藤枝市都市計画法に基づ

く開発行為の許可の基準

に関する条例に適合する

こと。 

・藤枝市雨水流出抑制対策

実施要綱（令和８年藤枝

市告示第 42 号）に規定す

る基準を満たすこと。 

 

法第 34 条

第 13 号及

び 政 令 第

36 条第１

項 第 ３ 号

ニ  

既存権利  1 既 存 権 利

の 届 出 書

の写し 

   

2 土 地 の 登

記 事 項 証

明 書 又 は

公 証 人 の

認 証 を 受

け た 土 地

賃 貸 借 契

約 書 の 写

し 

 ・線引前から自己の居住用

又は業務用の建築物等 

・自己の

業務用の

場合 

3 申 請 者 の

職 歴 ・ 業

務 内 容 を

示す書面  

   

法第 34 条

第 14 号及

び 政 令 第

36 条第１

項 第 ３ 号

ホ  

農 家 の 分

家  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 分 家 す る

理 由 及 び

市 街 化 調

整 区 域 内

に 建 築 し

な け れ ば

な ら な い

理 由 を 示

す書面 

 ・分家の必要性（例.婚姻、

転勤、帰郷）  

・申請者及び本家たる世

帯の土地の保有状況  

・婚約証

明・転勤

証明等 

2 住 民 票 謄

本  

 ・本家たる世帯の構成員

として同居していた者で

あること。  

 

3 現 に 自 己

の 住 居 を

有 し て い

な い こ と

を 示 す 書

面  

  ・借家証

明書 

4 戸籍謄本   ・申請者と土地保有者と

の関係 
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5 土 地 の 登

記 事 項 証

明書  

 ・線引前からの所有等を証

すること。 

 

6 農 林 漁 業

を 営 む 者

で あ る こ

との証明  

 ・本家たる世帯が農家世

帯であること。  

 

7  周 辺 建

築 物 用 途

別現況図  

1／ 2,500

以上  

・住宅、店舗、工場等の

別及びそれらの戸数  

 

非 農 家 の

分家  

1 農 家 の 分

家 欄 １ ～

５ 、 ７ に

掲 げ る 書

面  

   

心 身 障 害

者の分家  

1 農 家 の 分

家 欄 １ ～

５ 、 ７ に

掲 げ る 書

面  

   

2 身 体 障 害

者 手 帳 又

は 療 育 手

帳の写し  

   

3 生 活 費 に

見 合 う 収

入 の 見 込

の あ る こ

と を 示 す

書面  

  ・ 所得証

明書等 

収 用 対 象

事 業 に よ

る移転 

1 事 業 施 行

者 の 事 業

決 定 さ れ

て い る こ

と の 証 明

書  

 ・事業名及び事業年度  

・収用対象となった土地

の名称地番及び面積  

・収用対象となった建築

物の用途、規模、構造並

びに所有者の住所及び氏

名  

 

2 収 用 対 象

と な っ た

土 地 の 現

況図  

1 ／ 250

以上  

・収用対象となった土地

及び建築物の範囲 
 

3 収 用 対 象

物 件 求 積

図  

 

 

1 ／ 250

以上  

・収用対象となった土地

及び建築物の範囲の面積  

 

4  周 辺 建

築 物 用 途

別現況図  

 

1／ 2,500

以上  

・住宅、店舗、工場等の

別及びそれらの戸数  
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既 存 集 落

内 の 自 己

用住宅 

1 周 辺 建 築

物 用 途 別

現況図 

1／ 2,500

以上  

・住宅、店舗、工場等の

別及びそれらの戸数   

2 新 規 に 住

宅 を 市 街

化 調 整 区

域 内 に 建

築 し な け

れ ば な ら

な い 理 由

を 示 す 書

面  

 ・住宅を建築する必要性

（例 .現在の住居が過密、

狭小、借家である等、定

年、退職）  

・土地の保有状況  

 

3 戸籍謄本   ・線引き後に取得した土

地である場合には、前所

有者との関係  

 

4 土 地 の 登

記 事 項 証

明書  

 ・線引前からの所有等を証

すること。  

既 存 集 落

内 の 宅 地

利用  

1 周 辺 建 築

物 用 途 別

現況図 

1／ 2,500 

以上  

・住宅、店舗、工場等の

別及びそれらの戸数   

2 土 地 の 登

記 事 項 証

明書  

 ・線引前からの宅地である

ことを証すること。  

公 共 公 益

施設 

１ 公 共 公 益

施 設 で あ

る こ と を

示す書類 

  ・別に定

め る 公

共 公 益

施 設 に

係 る 確

認書 

・社会福

祉 施 設

の 設 置

に 関 す

る 誓 約

書、事業

実績書、

資 金 計

画 書 等

（ 社 会

福 祉 施

設 の 場

合） 

・各資格

免 許 証

の 写 し

（病院、

診療所、

助 産 所

の場合） 
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 静 岡 県 農

林 漁 家 民

宿 へ の 用

途変更 

1 静 岡 県 農

林 漁 家 民

宿 の 確 認

書 又 は 確

認 の 要 件

に 適 合 す

る こ と を

証 す る 書

類 

   

 優 良 田 園

住宅 

（ 自 己 の

居 住 の 用

に 供 す る

もの） 

1 優 良 田 園

住 宅 建 設

計 画 認 定

書 

   

 その他 1 開 発 審 査

会 に 付 議

し た 各 種

の 要 件 を

備 え た こ

と を 示 す

図 書 、 そ

の 他 市 長

が 必 要 と

認 め る 図

書  
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別表２ 

設計図書等の作成要領 

番号 図書の名称 縮  尺  明示すべき事項 備   考  

１ 開 発 区 域 位

置図 

1／ 50,000

以上 

・方位 

・地形 

・開発区域の位置 

・開発区域周辺の主要な道路及び交

通機関の位置及び名称 

・放流先河川の位置及び名称 

・国土地理院の

地 形 図 を 準 用

すること。 

２ 案内図 

 

1／ 2,500

以上 

・方位 

・地形 

 

・開発区域 

 

 

・開発区域及び周辺の土地利用現況

並びに法令による規制区域 

・開発区域内及び開発区域周辺の道

路、公園、緑地、広場、河川、水

路、取水施設その他の公共施設並

びに官公署、文教施設その他の公

益的施設の位置及び形状 

・国土地理院の

地 形 図 を 準 用

すること。 

・境界を赤線で

囲み、その区域

を 明 示 す る こ

と。 

３ 現況平面図 1／ 1,000

以上 

・方位 

・開発区域の境界 

 

 

 

・標高差を示す等高線 

・建築物及び既存擁壁等の工作物の

位置及び形状 

・植生区分 

・開発区域内及び開発区域周辺の道

路、公園、緑地、広場、河川、水路、

取水施設その他の公共施設並びに官

公署、文教施設その他の公益的施設

の位置及び形状 

・道路の幅員、道路交点の地盤高、

河川又は水路の幅員 

・政令第 28 条の２第１号に規定する

樹木及び樹木の集団の位置 

・政令第 28 条の２第２号に規定する

切土又は盛土を行う部分の表土の位

置 

 

・ 境 界 を 赤 線

で 囲 み 、 そ の

区 域 を 明 示 す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１ha 以上の

もののみ 

・１ha 以上の

もののみ 
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４ 公図写 公図どお

り 

・方位 

 

 

 

 

 

 

 

 

・開発区域の境界 

 

 

・市町の区域内の町又は字の境界 

・土地の地番及び形状 

・開発区域外で開発行為に関する工

事を行う土地の位置 

・開発区域周辺

も 適 宜 表 示 す

ること 

・公共用地は次

に よ り う す く

着色すること 

公道＝赤 

水路＝青 

堤 塘 敷 ＝ う す

黒 

・境界を赤線で

囲み、その区域

を 明 示 す る こ

と。 

５ 土 地 利 用 計

画図(緑化計

画図､排水施

設 計 画 図 及

び 給 水 施 設

計 画 図 を 兼

ね る こ と が

できる｡) 

1／ 1,000

以上 

・方位 

・開発区域及び工区の境界 

 

 

 

・主要構造物の標高 

・公園、緑地、広場の位置、形状、

面積、出入口及び柵又は塀の位置 

・開発区域内外の道路の位置、形状

及び幅員 

・表面水の流れの方向を明示するこ

と。 

・排水施設の位置、形状及び水の流

れの方向 

・都市計画施設又は地区計画に定め

られた施設の位置、形状及び名称 

・消防水利の位置及び形状 

・調整池の位置、形状及び調整容量

（多目的利用の場合にあっては、専用

部分と多目的利用部分の区分）を明

示 

・河川その他の公共施設の位置及び

形状 

・予定建築物等の敷地の形状及び面

積 

 

 

 

 

・敷地に係る予定建築物等の用途、

規模、構造 

・公益的施設の敷地の位置、形状、

名称及び面積 

・施設の配置計画等 

 

・境界を赤線で

囲み、その区域

を 明 示 す る こ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・住宅地等の分

譲 を 行 う 場 合

には、区画ごと

に 番 号 を 付 す

こと。 

 

 

 

 

・ 着 色 す る こ

と。 
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・駐車場の駐車ますの数 

・車両の交通導線 

・樹木又は樹木の集団の位置 

・緩衝帯の位置、形状及び幅員 

・のり面（崖を含む。）の位置、形状

及び勾配 

・施設ごとの面積内訳とその比率 

 

・擁壁の位置及び種類 

 

 

 

 

 

・凡例に明示す

ること。 

６ 緑化計画図 1／ 1,000

以上 

・公園、緑地、広場の位置、形状、面

積、出入口及び柵又は塀の位置 

・植栽する樹種その本数及びその位

置 

・樹木又は樹木の集団の位置 

 

７ 緑化模式図 1 ／ 100

以上 

・樹木の植樹間隔及び切土、盛土の

のり面の高さ、勾配等 

・各施設ごとの

平 面 図 及 び 断

面 図 に 明 示 す

ること。 

８ 建 物 平 面 図

及び立面図 

（日影図） 

1 ／ 250

以上 

大規模建

築物にあ

っては、

その限り

でない。 

・建築面積、床面積、構造、階数、高

さ等 

・耐火構造物、準耐火構造物その他

の建築物の別 

・日影図は中高

層 建 築 物 の 場

合に限る。 

９ 造 成 計 画 平

面図 

1／ 1,000

以上 

・方位 

・開発区域及び工区の境界 

 

 

・標高差を示す等高線 

 

 

・切土及び盛土する部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・擁壁の位置、種類及び高さ 

・造成後も開きょとして残す水路 

 

・のり面（崖を含む。）の位置、形状

 

・境界を赤線で

囲み、その区域

を 明 示 す る こ

と。 

・等高線は細線

で 表 示 す る こ

と。 

・切土又は盛土

を す る 土 地 の

部 分 は 次 に よ

り 着 色 す る こ

と。 

切土＝黄 

盛土＝赤 

・切土又は盛土

を す る 土 地 の

部 分 で 表 土 の

復 元 等 の 措 置

を 講 ず る も の

があるときは、

そ の 部 分 を 図

示すること。 

 

・青色で着色す
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及び勾配 

・道路の中心線、延長、幅員、勾配

及び交差点の計画高 

・調整池の位置及び形状 

・予定建築物等の敷地の形状及び計

画高 

・造成計画断面図、崖の断面図及び

擁壁の断面図に表示する断面の位置 

ること。 

10 造 成 計 画 断

面図 

1／ 1,000

以上 

・開発区域及び工区の境界 

・切土又は盛土をする前後の地盤面 

・計画地盤高 

・切土及び盛土の高さ 

・切土又は盛土

を す る 土 地 の

部 分 は 次 に よ

り 着 色 す る こ

と。 

切土＝黄 

盛土＝赤 

11 排 水 施 設 計

画平面図 

1 ／ 500

以上 

・開発区域及び工区の境界 

 

 

・排水区域の区域界 

・調整池の位置及び形状 

・都市計画に定められた排水施設の

位置、形状及び名称 

・道路側溝その他の排水施設の位置、

形状及び種類 

・排水管の勾配及び管径 

・人孔の位置及び人孔間距離 

・水の流れの方向 

・吐口の位置 

・放流先河川又は水路の名称、位置

及び形状 

・予定建築物等の敷地の形状及び計

画高 

・道路、公園その他の公共施設の敷

地の計画高 

・のり面（崖を含む。）又は擁壁の位

置及び形状 

・境界を赤線で

囲み、その区域

を 明 示 す る こ

と。 

12 給水施設 

計画平面図 

1 ／ 500

以上 

・開発区域の境界及び工区の境界 

 

・給水施設の位置、形状、内のり寸

法 

・取水方法 

・消火栓の位置 

・予定建築物等の敷地の形状 

・自己の居住用

住 宅 の 建 築 を

目 的 と す る 開

発行為を除く 

・境界を赤線で

囲み、その区域

を 明 示 す る こ

と。 

13 崖の断面図 1 ／ 100

以上 

・崖の高さ、勾配及び土質（土質の

種類が２以上であるときは、それぞ

れの土質及び地層の厚さ） 

 

・切土又は盛土をする前後の地盤面 

・小段の位置及び幅 

・切土をした土

地 の 部 分 に 生

ず る 高 さ ２ ｍ

を超える崖、盛

土 を し た 土 地

の 部 分 に 生 ず



31 
 

・石張、張芝、モルタルの吹付け等

の崖面の保護の方法 

る 高 さ １ ｍ を

超える崖、切土

及 び 盛 土 を 同

時 に し た 土 地

の 部 分 に 生 ず

る 高 さ ２ ｍ を

超 え る 崖 及 び

高 さ ２ ｍ を 超

え る 自 然 崖 に

つ い て 作 成 す

ること。 

14 擁 壁 の 断 面

図 

1 ／ 100

以上 

・擁壁の寸法、勾配並びに材料の種

類及び寸法 

・裏込めコンクリートの寸法 

・透水層の位置及び寸法 

・擁壁を設置する前後の地盤面 

・基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの

位置、材料及び寸法 

・鉄筋の位置及び径 

・水抜き孔の材料、寸法及び位置 

 

 

 

 

 

 

 

・配筋図を含む 

15 給 排 水 施 設

構造図 

1 ／ 100

以上 

・受水槽、高架水槽、送水ポンプ等

の容量又は能力 

・雨水の排水用のＵ字溝、最終集水

桝（浸透桝を含む。）、油水分離槽そ

の他の排水施設 

・浄化槽の規模及び能力 

 

16 防 災 工 事 計

画平面図 

1／ 1,000

以上 

ただし、

開発面積

が 20ha

以上のも

のは 

1／ 3,000

以上 

・方位 

・開発区域及び工区の境界 

・標高差を示す等高線 

・計画道路線 

・防災施設の位置、形状、寸法及び

種類 

・段切位置 

・表土除位置 

・ヘドロ除去位置、除去深さ 

・工事中の雨水排水経路 

・防災施設の設置時期及び期間 

・開発地が山地

で 大 規 模 な 開

発 の 場 合 に 作

成すること 

・境界を赤線で

囲み、その区域

を 明 示 す る こ

と。 

17 防 災 施 設 構

造図 

1 ／ 100

以上 

・調整池、砂防ダムその他の防災施

設の構造 

 

18 求積図 1／ 1,000

以上 

ただし、

開発面積

が 20ha

以上のも

のは 1／

3,000 以

上 

・開発区域の面積（方位、寸法、求積

方法） 

 

19 緑地求積図 1／ 1,000

以上 

・方位、寸法、求積方法  
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20 構造計算書  ・鉄筋コンクリート擁壁、重力式コ

ンクリート擁壁その他の構造物の構

造計算 

 

21 安定計算書  ・擁壁で保護しない崖の安定計算等  

22 水理計算書  ・放流先河川又は水路の流下能力 

・開発区域内に設置する排水施設の

排水能力 

・調整池の容量、放流口及び余水吐

の断面等 

 

23 土 質 調 査 書

及 び 地 盤 改

良計画図書 

 ・土質の状況 

・地盤改良の計画 

・宅地分譲及び

共 同 住 宅 の 建

築 を 目 的 と す

る 開 発 行 為 並

び に 軟 弱 地 盤

等 を 含 む 場 合

に 添 付 す る こ

と。 

24 そ の 他 市 長

が 必 要 と 認

める図書 

 ・公共施設新旧対照図 

法第 32 条の同意・協議の内容が現況

図、公図写及び土地利用計画図によ

って容易に把握されない場合には添

付すること。 

・道路縦断面図、道路横断図、道路

断面構造図、排水施設構造図、公園

計画平面図等法第 32 条協議の結果、

市等に移管されないこととされた場

合又は同協議が成立しなかった場合

には添付すること。 

・その他審査上特に必要と認める図

書 

 

注意事項 
１ 申請図書はＡ４判に製本すること。 
２ 設計図書には設計者が記名押印又は署名すること。 
３ 設計図書のうち併記可能なものは、別葉としなくてもよい（この場合には、

２種類程度を限度とする。）。逆に、一葉の図面に明記すべき事項すべてを表
記することが困難である場合には、別葉としてもよい。 

４ 上表に掲げる縮尺によることが不適当である場合は、適切な縮尺で作成す
ること。 

５ 設計図書に用いる凡例は、付表に掲げるところによることとし、用いた凡
例を各図面に表示すること。 
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㎡

㎡

㎡

ｉ＝
Ｌ＝

ｉ＝
Ｌ＝

×××××

消火栓　Ｆ　、
防火水槽は
実在　Ｆ　の形にする

可動式又は固定式

落石防護柵

階　段

ガードレール

幅×高さ

Ｈ＝３．０

∩　∪　∩　∪　∩　∪

幅×高さ

幅×高さ

ＬＵ－○○

Ｌ－○○

呼び名

その他の開渠

Ｌ型側溝及び寸法

ＬＵ型側溝及び寸法

グレーチング側溝

Ｕ型側溝及び寸法
Ｕ－○○

幅×高さ

内径円形

馬蹄形

く形

卵形

雨水円形入孔

管延長

流水方向

雨水

汚水

記　　　号 名　　　称 記　　　号

第 １ 工 区

第 ２ 工 区

宅地番号

敷地面積

予定建築物の用途

ＦＨ＝

計画地盤高

公共公益用地

公園 公共公益施設の名称

計画地盤高

名　　　称

勾配、延長

変化点

管番号

Ｂ　Ｍ

位　置

高　さ

道路番号及び幅員

街区番号

敷地面積

勾　配

工区境界

開発区域境界線

管　径

敷地面積

共住

造成計画高

ＦＨ＝

雨水管渠

汚水管渠

汚水角形入孔

河　川

開
　
渠

ます類

暗
　
　
渠ＴＢＭ　Ｈ＝１０．００

３

６．５

道路番号

幅　　　員
ｉ＝３．０％

ｌ＝３０．００

合流管渠

既設管渠

１－１
ＦＨ＝

街区番号
計画地盤高

敷地面積
横断管渠

種別

汚水円形入孔

雨水角形入孔

Ｌ型擁壁

給水管

制水弁

法　面

間知ブロック積擁壁

重力式擁壁

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

車止め

樹　木

緩衝帯

消防水利施設

ガードフェンス

φ

∩　∪　∩　∪　∩　∪

Ｈ＝３．０

Ｈ＝２．５

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

付表           申請図書の凡例一覧表 
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別表３ 

開発行為許可申請書等提出部数一覧表 

番

号  
申請等の種類 

提出部数 備  考  

（要領）  正 副 

１ 開発行為予備審査依頼書  １ 
指示

部数 
第３  

２ 開発行為許可申請書  １ １ 第４  

３ 工事着手届  １  規則第６条 

４ 指定工程報告書  １  第７  

５ 工 事 完 了 届 出 書 ・公 共 施 設 工 事 完 了 届 出 書  １ 
指示

部数 
第９  

６ 手直工事（指示事項）完了報告書  １ 
指示

部数 
第９  

７ 開発区域内における建築等の制限解除申請書  １ １ 第 10 

８ 安全上の措置に関する計画書    第 12 

９ 開発行為に関する工事の廃止の届出書  １  第 12 の２  

10 開発行為変更許可申請書  １ １ 第５  

11 開発行為変更届  １  
規則第４条

の２ 

12 開発行為変更協議書  １ 
指示

部数 
第５  

13 制限区域内における建築の許可申請書  １ １ 第 14 

14 予定建築物以外の建築等の許可申請書  １ １ 第 14 

15 
建 築 物 の 新 築 、 改 築 若 し く は 用 途 の 変 更 又 は 第 １

種特定工作物の新設許可申請書  
１ １ 第 14 

16 地位の承継届  １  第 16 

17 地位の承継の承認申請書  １  第 17 

18 
都 市 計 画 法 の 規 定 に 適 合 す る 建 築 物 等 で あ る こ と

の証明申請書  
１ １ 第 19 

19 都市計画法第 34 条第 13 号の規定 による届出書  １  規則第５条 
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第２号様式（第３関係）（用紙 日本工業規格 A4縦型） 

開発計画概要書 

所在地 台帳地目 現況地目 台帳面積（㎡） 実測面積（㎡） 所有者 摘要 

       

       

       

       

       

       

       

       

各

筆

ご

と

の

土

地

の

現

況 計     筆       

地目区分 宅 地 農 地 山 林 公共用地 その他 合計 

面  積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 
公簿    ㎡ 

実測    ㎡ 

土
地
の
現
況 

比  率 ％ ％ ％ ％ ％      ％ 

地権者等の同意状況  地 盤 の 状 況  

境界の立会い状況  

設 計 者 

住 所 

氏 名 

 

 

 

 

電話番号 

工事施工者 

住 所 

氏 名 

 

 

 

 

電話番号 

開 

発 

行 

為 

の 

目 

的 
事業内容 

 

 

会社の概要 

 

 

開発行為の動機 

 

 

開発行為の効果 

 

 

申請地の選定理由 

 

 

将来計画 
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開 
 

発 
 

区 
 

域 
 

の 
 

法 
 

規 
 

制 
 

状 
 

況 

法 令 等 の 名 称 区 域 区 分 等 有無の別及び面積 備  考 

都  市  計  画  法 

開発行為等の許可に関

す る 適 用 条 項 

 

第  条  項  号 

市 街 化 区 域 有（  ㎡）無 
用途地域 

（     ） 

市街化調整区域 有（  ㎡）無  

都 市 計 画 施 設 有（  ㎡）無 
種類 

（     ） 

建 築 基 準 法 災 害 危 険 区 域 有（  ㎡）無  

地 す べ り 等 防 止 法 地滑り防止区域 有（  ㎡）無  

急傾斜地の崩壊による

災害の防止に関する法

律 

急傾斜地崩壊危険

区 域 
有（  ㎡）無  

砂 防 法 砂 防 指 定 地 有（  ㎡）無  

河 川 法 河 川 区 域 有（  ㎡）無  

宅地造成及び特定盛土

等 規 制 法 

宅地造成等工事 

規 制 区 域 
有（  ㎡）無  

特 定 盛 土 等 

規 制 区 域 
有（  ㎡）無  

農 地 法 
農 地 ・ 採 草 

放 牧 地 
有（  ㎡）無  

農業の振興地域の整備

に 関 す る 法 律 
農 用 地 区 域 有（  ㎡）無  

森 林 法 

保 安 林 有（  ㎡）無  

保 安 施 設 地 区 有（   ㎡）無  

地 域 森 林 計 画 

対 象 民 有 林 
有（  ㎡）無  

自 然 環 境 保 全 法 
自 然 環 境 

保 全 地 域 
有（  ㎡）無 

地区区分 

（     ） 

鳥 獣 保 護 及 狩 猟 ニ 

関 ス ル 法 律 
特 別 保 護 地 区 有（  ㎡）無  

文 化 財 保 護 法 
周 知 の 埋 蔵 

文 化 財 埋 蔵 地 
有（   ㎡）無 

遺跡等の名称 

（     ） 

風 俗 営 業 等 の 規 制 

及 び 業 務 の 適 正 化 

等 に 関 す る 法 律 

 有（  ㎡）無  

そ

の

他

の

法

規

制 

  有（  ㎡）無  

  有（  ㎡）無  

  有（  ㎡）無  
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工 場 ㎡(  %) 公 園 ㎡(  %) 

事 務 所 ㎡(  %) 緑 地 ㎡(  %) 

倉 庫 ㎡(  %) 広 場 ㎡(  %) 

店 舗 ㎡(  %) 道 路 ･ 通 路 ㎡(  %) 

駐 車 場 ㎡(  %) 調 整 池 ㎡(  %) 

資 材 置 場 ㎡(  %) そ の 他 ㎡(  %) 

分 譲 区 画 ㎡(  %) 計 ㎡(  %) 

街 区 数    街 区 最 大 街 区 面 積    ㎡ 街 区 最 長 辺 長    ㎡ 

最 大 区 画 面 積    ㎡ 最 小 区 画 面 積    ㎡ 平 均 区 画 面 積    ㎡ 

予 定 建 築 物 等 住 宅 工 場 集 会 所  合 計 

土

地

利

用

計

画 区 画 数      

用 途 構 造 階 数 高 さ 建 築 面 積 延 床 面 積 

   ｍ ㎡ ㎡ 

   ｍ ㎡ ㎡ 

   ｍ ㎡ ㎡ 

計  ㎡ ㎡ 

建

物

建

設

計

画 建 ぺ い 率 ％ 容 積 率 ％ 
特 殊 建 築 物 の 

該 当 の 有 無 
有・無 

種類 高さ 延長 設置する位置 備  考 

   敷地   側  

   敷地   側  

擁
壁
の
位
置 

   敷地   側  

総盛土量    ｍ
３

 総切土量    ｍ
３

 残土・不足土  ｍ
３

 

平均盛土高   ｍ 平均切土高   ｍ 土砂搬出入車両台数 ｔ 台 

最小勾配 ％ 最大勾配 ％ 平均勾配 ％ 

残土･不足土の処理方法 

土砂、資材等の運搬経路 

地盤及び法面の安全対策 

造 
 

成 
 

計 
 

画 

工事中の安全対策 
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道 路 の 名 称  管 理 者  

道 路 幅 員  道 路 の 現 況  

出 入 口 の 数  出 入 口 の 幅 員  

接 

続 

道 

路 

改修の要否  要 ・ 否 

改 修 計 画 

 

 

 

施行区域内に新設する道路 

 

 

 

河 川 の 名 称  管 理 者  雨

水 整 備 状 況  放 流 の 承 認  

河 川 の 名 称  管 理 者  

整 備 状 況  放 流 の 承 認  

汚

水 処 理 方 法  

流 末 ま で の 

放 流 経 路 
 

排 

水 

計 

画 

改修の要否  要 ・ 否 

改 修 計 画 

 

 

開 発 区 域 内 の 

用 途 廃 止 又 は 

付け 替えをする 

道 路 又 は 水 路 

 

給水対象人口 人 最大使用量 ｍ
３

 平均使用量 ｍ
３

 

水 源 上水道・井戸・簡易水道・その他 

用
水
計
画 井戸の深度及び 

吐出口の断面積 
ｍ ｃ㎡ 給水管径  ㎝ 

受水槽の規模：  ｍ
３

 

 

受水槽の構造： 

調整池 容量  ｍ
３

（必要調整容量  ｍ
３

） 種別  兼用・専用 

その他の防災施設  

消防水利 
消火栓  所（内新設 所） 

管径 ㎜、放水能力 ｍ
３

／分 

防火水槽  所（内新設 所） 

容量   ｍ
３

 

防
災･

消
防
計
画 

消防設備  
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工事中の公害防止対策 

 

特殊な工法 

 

完成後の公害防止対策 

設置機械  

生産過程  

使用薬品 （日使用量   ） 

公
害
防
止
等
計
画 

清掃･廃棄物処理計画： 

 

（推定排出量  ｔ／年） 

 項 目   年度 年度 年度 計 備 考 

      

      

      

収 
 

入 

計      

      

      

      

資 
 

金 
 

計 
 

画 支 
 

出 

計      

文

化

財

保

護

計

画 

 

 

 

 

 

 

 

緑地面積 
㎡ 

（ 内 公 園   ㎡ ） 
緑化率 

％ 

（ 内 公 園   ％ ） 
位置  

緑

化

計

画 

植栽計画 
低 木  本／㎡（樹種        総数   本） 

中高木  本／㎡（樹種        総数   本） 
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営業時間 従業員数 

  時から  時まで 人 

出入車両の種別及び台数並びに安全対策 

 

防災施設、緑地等の管理責任者及び管理方法 

 

 

 

施 

 

設 

 

の 

 

利 

 

用 

 

形 

 

態 

賃貸施設の場合における賃借人の概要 

 

 

 

そ
の
他
の
計
画 

 

 

 

 

 

 

 

周辺住民等への周知状況 

 

 

 

予 定 工 期 着 手  年  月  日 完 了  年  月  日 供用開始予定 年 月 日 

その他参考となる事項 
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第３号様式（第３関係）（用紙 日本工業規格 A4縦型） 

 

 

開発行為予備審査の依頼 

 

年  月  日 

 

     課長 様 

 

課 長  

 

別紙の件について、開発行為予備審査の依頼があったので、下記により現地調査に出席のうえ、

意見書を提出してください。 

 

記 

 

１ 受 付 番 号 

 

      第    号 

 

２ 現地調査日時 

 

      年  月  日（ ） 

 

現地（午前 午後）  時  分 

 

３ 意見書提出期限 

 

      年  月  日（ ）まで 

 

４ 調査依頼課 
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第４号様式（第３関係）（用紙 日本工業規格 A4 縦型） 

 

予 備 審 査 の 意 見 書 

  

      課長 様 

課長 

 

下記案件の開発行為予備審査についての意見は、次のとおりです。 

 

記 

 

依 頼 者  

事 業 の 種 別 ・ 名 称  

 

１ 特になし  ２ 次のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意 

 

 

見 

 

 

欄 

 

 

工事完了検査立会いの要否 要 否 
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第５号様式（第３関係）（用紙 日本工業規格 A4 縦型） 

    第     号 

    年  月  日 

 

              様 

 

藤枝市長        

 

開発行為予備審査の結果について（通知） 

 

年  月  日付けで提出があった開発行為予備審査依頼書について、内容を審査し

たところ、調整又は検討を要する事項は下記のとおりです。 

なお、開発許可申請は下記事項について対応した後に行ってください。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この通知書に記載の通知日から３年以内に開発行為許可申請を提出されない場合、又は開発

行為許可申請の提出前に関係法令の改正があった場合、この通知は効力を失います。 
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第７号様式（第４関係）（用紙 日本工業規格 A4 縦型） 

 

設 計 説 明 書  

 
１ 事業計画の概要 
 

(1) 事業の目的、内容、効果等事業計画の概要を記載すること。 

(2) 既定計画又は将来計画がある場合には、それらとの関連を明記すること。 

(3) 市街化調整区域内における開発行為にあっては、法第 34 条各号のいずれかに該当する理

由を記載すること（記載に当たっては、別表２を参考にすること。）。 
 

２ 計画地の現況 
 

(1) 土地の地目別内訳等 
 

公簿面積 実測面積 

区   分 
既取得地 未取得民有地未取得公有地 計 面   積 割 合 

宅    地       

田       

畑       

その他       

農 
 

 

地 
小 計       

山    林       

原    野       

公共公益用地       

そ の 他 
（     ） 

      

計       

 
（注） 農地欄のその他には採草放牧地を記入すること。
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(2) 計画地の現状 
 

標 高 
最 高 地         ｍ ～ 最 低 値         ｍ 
平   均         ｍ   標 高 差         ｍ 

勾  配 面     積 割   合 土地利用方針 

0 度～15度 ㎡ ％ 

15 度～30 度    

30 度～45 度    

傾 斜

状 況 

45 度以上    

地 層
地 質
の概要 

 

放流先 

中間経路 

〇〇〇流域 

面積  ha 

全体面積の 

    ％ 

 流末経路 

河川法上の 

河川又は海 

 

 例 
  〇〇調整池    〇〇調整池 
    ↓        ↓ 
 （普）〇〇川   （普）〇〇川 
 
 
    （二）〇 〇 川 
        ↓ 
    （二）〇 〇 川 
        ↓ 
        海 

河 川 

 
   

取付ける 

認定道路 

     道           線 （Ｗ＝      ｍ） 
 
 
     道           線 （Ｗ＝      ｍ） 

計画地

への交 

通 路 進入路区間  Ｗ＝      ｍ   Ｌ＝      ｍ   現況地目 

 

（注） １ 「流末経路」の欄には、放流先から最終の流末河川までを系統ごとに記入すること。

また河川の級種別も記入すること。 

２ 「取付ける認定道路」の欄には、開発区域内の道路が接続する開発区域外の道路又

は開発区域内の予定建築物等の敷地が接する開発区域外の道路について記載すること。

なお、当該道路を拡幅する場合には、現況幅員及び拡幅後の幅員をそれぞれ記載するこ

と。 
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(3) 土地利用規制現況等 
 

根拠法令 
規制の種別 

（地域区分） 
面    積 根拠法令 

規制の種別 
（地域区分） 

面    積 

国土利用計画法  
ha

 自然公園法  
ha

 

都市計画法   文化財保護法  
 

農振法 
（農用地域） 

 
 

（    ） 
宅地造成及び特定
盛土等規制法  

 

森林法     
 

 

（注） １ 上記のほか規制を受ける法令については、すべて記入すること。 

２ 国土利用計画法の欄には、土地利用基本計画による地域区分の細区分を記すこと。
 

３ 土地利用計画 
 

(1) 施設計画の概要 

 施設名 面  積 割 合 数量・規模等についての概要説明 

（
自
己
用
を
含
む
） 

営
業
用
施
設 

 
        ㎡       ％ 

 

小   計  

公 

共 
施 
設 

    

小   計    

公 

益 

施 

設 

    

小   計    

そ 

の 

他 

    

小   計    

合
計 

  
１００ 
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住区街区の設定計画（分譲地、工場団地に係るもの） 

街区数 街区 
最大街区 
面  積 

㎡ 
 

街区最長 
辺  長 

ｍ 
 

最大区画 
面  積 

㎡ 
 
 

最小区画 
面  積 

㎡ 
 
 

平均区画 
面  積 

㎡ 
 
 

予定建築物 （例）住 宅 集会所  その他 合   計 

区画数 （例）１２０ ２  １ １３０ 

 

（注） １ 営業用施設 

分譲用宅地、ゴルフ場のホール等計画の主たる目的とした施設。 

２ 公共施設 

計画地内で整備しようとする道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路

及び消防の用に供す貯水施設。 

３ 公益的施設 

計画地内で整備しようとする水道、廃棄物処理施設、バス停、社会福祉施設、医療

施設、公民館・集会所、変電所、官公署、教育施設等。 

４ そ の 他 

上記１～３に区分されない施設、未利用地。 

５ 工区を設定する場合には、工区ごとにとりまとめること。 

 

(2) 開発率 

 

施行区域の面積に対する現地形又は現植生を変更する土地の面積の割合を記入すること。 

 

 

 
㎡ 

 

㎡ 

％ 
 × １００ ＝ 
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４ 個別計画の明細 
 

(1) 防災計画 

区  分 種      別 施設概要（構造等） 

（河川・水路名） （例） Ｌ＝〇〇ｍ、Ｗ＝〇〇ｍ 
 
 
 

河川改修 

  
（調整池） 
 
 
 
（砂防堰堤） 
 
 

必要調整容量  Ｖ＝〇〇〇ｍ3 
 
 
 
調整池容量   Ｖ＝〇〇〇ｍ3 
 

防災施設 

  

その他 

  

 

（注） １ 開発行為において施行する防災計画を明らかにすること。 

２ 施設には符号を付す等により図面と対照しやすいようにすること。 

３ 流末河川について河川名を明示して現況・流下能力及び改修計画を明示すること。 

４ 水理計算書を添付すること。 

５ 流出土砂量計算書を添付すること。 

６ 調整池容量計算書を添付すること（下流の流下能力の検討を含む。）。  

 

(2) 生活用水計画（自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為は除く。） 

積算の基礎 
計画給水区分 給水量等 

施設ごとの給水人口等 最大給水量 

計画年次 年  

計画給水人口 人  

１日１人当たり給水量 
最大    ｌ／日 
平均    ｌ／日 

１日当たり給水量 
最大    m3／日 
平均    m3／日 

時間最大給水量 m3／時  

 
（例） 
 
分譲宅地 
 
〇区画(戸)×〇人＝〇人 
 

ｌ人  m3／日 
 ×  ＝ 
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(3) 工業用水計画（自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為は除く。） 

区 分 
 

用 途 
使用水量 積算の基礎 

ボイラー用水 
m3／日  

原料用水 

  

製品処理及び洗浄用水 

  

冷却用水 

  

温調用水 

  

その他 

  

計 

  

 

(4) その他の用水計画 （自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為は除く。） 

 

生活用水、工業用水以外の用水を使用する場合は、上記の例に準じて記載すること。 

 

 

(5) 水源及び水量（自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為は除く。） 

水源の種別 水量等 備         考 

水道の名称 最大受水量 

水   道  

m3／日 

分水又は給水承諾書を添付すること。 

くみ上げ地点 最大取水量 

地 下 水  

m3／日 

地下水の採取計画書を添付すること。 

河川の名称 最大取水量 

表 流 水  
m3／日 

水利権許可書又はこれに準ずるも
のを添付すること。 
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(6) 給水施設計画（自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為は除く。） 

施設区分 規模・構造等についての説明 

（例） 
貯水槽 
 
給水管 

 

 

 

(7) 排水施設計画 

施設区分 規模・構造 積算の基礎等 

   

（注） １ 雨水と雨水以外の下水、開発区域内と開発区域外とに区分して排水系統ごとに記

入すること。 

２ ４(1) 防災計画に掲げた施設の再掲は、不要である。 

 

(8) 道路計画 

勾    配 
道路区分 幅   員 延   長 

最小 最大 平均 

最小曲線 

半  径 

（計 画）

交通量 
備    考 

公道の現況 
ｍ ｍ ％ ％ ％ ｍ 台／日 〇〇道 

〇〇～〇〇線 

進入路 
       市移管道 

Ｌ＝〇ｍ 

幹線道路 
        

支線道路 
        

（注） １ 「公道の現況」の欄には、開発区域内の道路が接続する開発区域外の道路又は開発

区域内の予定建築物等の敷地が接する開発区域外の道路について記載すること。この

場合、Ｌ＝200 メートルの範囲で記載すること。 

２ 「進入路」の欄には、開発区域内の道路と開発区域外の道路を接続するために設置

する道路について記載すること。 

 

(9) 清掃施設計画 

施設区分 処理方法 規模・構造 積算の基礎 備     考 

     

（注） １ し尿・雑排水・ごみに区分して、それぞれの施設計画を明らかにすること。 

２ 施設の維持管理の責任及び処理水の水質等処理後の状況を備考欄に記入すること。
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(10) 消防用施設計画 

施設区分 規模・構造 配置計画 

   

 

(11) その他の施設計画 

施設名 説                明 

  

 

 

 

５ 関連公共・公益的施設の整備 

施設名 施設管理者 整備計画の明細 協議状況 

    

（注） １ 開発行為に伴って、公共施設又は公益的施設を整備する計画がある場合は、この

計画について記載すること。 

２ 「協議状況」の欄には、当該施設の管理者との協議の状況を記載すること。 

 

６ 切土盛土の土量集計 

符  号 施工区域 切  土 盛  土 
残 土 
不足土 残土・不足土の処理方法 

  ｍ3 ｍ3 ｍ3 

      

計     

（注） １ 土量計算書を添付すること。 

２ 符号は、符号欄と土量計算書と同一のものを付し対照しやすいようにすること。施工

区域は適宜区分すること。 

３ 計画地外からの土砂の搬入又は、計画地外への土砂の搬出がある場合は、採取地、捨

土場所、運搬経路、採取方法及び捨土方法について明記すること。なお、必要に応じ

て関係図面を添付すること。 
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７ 地盤・法面・擁壁等の安全対策 
 

(1) 切土・盛土 

区    分 最大切盛高 法勾配 備      考 

切    土    

盛    土    

（注）盛土高の計算方法は、下図の例によること。 

 

 

 

盛土高 

 

 

 

 

 

 

(2) 法面保護・擁壁 

位      置 区      分 規模及び構造 

   

 

 

(3) 地     盤 

改良箇所 改良方法 

  

 

 

８ 公園計画（自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為は除く。） 

 

各公園の面積、出入り口の数、勾配、施設計画（利用者の安全確保のための施設、排水施設、

植栽、遊戯施設等）等について記載すること。 

なお、開発区域の面積が 0.3 ヘクタール以上５ヘクタール未満の開発行為であって、政令第

25 条第６号ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、その理由を記載すること。 
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９ 環境保全対策（開発区域の面積が１ヘクタール未満のものは除く。） 

 

(1) 樹木等の保存計画 

区     分 分布状況 保存計画 

樹     木 
本 

（㎡）
本 

（㎡）

樹 木 の 集 団               ㎡ ㎡ 

（注） １ 樹木とは、高さが 10 メートル以上の健全な樹木をいう。樹木が広範に分布する場

合には、数量の単位は、平方メートルとする。 

２ 樹木の集団とは、高さが５メートル以上で、かつ、面積が 300 平方メートル以上

の健全な樹木の集団をいう。 

３ 政令第 28 条の２第１号ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、その理由

を記載すること。 

 

(2) 表土の復元等の計画 

ア 高さが１メートルを越える切土又は盛土をする土地の面積 

区   分 面      積 

切   土 ㎡ 

盛   土  

合   計  

 

イ アの土地に対する表土の復元等の措置 （アの土地の合計の面積が 1,000 平方メートル

未満のものは除く。） 

区   分 面      積 

表土の復元 ㎡ 

客   土  

土壌の改良  

そ の 他  

合   計  

 

(3) 緩衝帯の配置計画 

緩衝帯の配置計画、幅員及び緑化の方針について記載すること。 

なお、政令第 28 条の３ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、その理由を記載す

ること。 
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10 工事中の災害防止等の計画 
 

(1) 土砂流出防止計画等 

区     分 具体的な対策等 

土砂流出・崩壊 
防     止 

 

水質汚濁防止  

飲料水確保  

交通安全対策  

騒音対策  

その他  

 

 

(2) 施工管理体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 工事中の現場管理体制、特に非常時の連絡体制を記載すること。 
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11 施設完成後の管理計画等 
 
 

施 設 名 管 理 者 管理方法等 

（
自
己
用
を
含
む
） 

営
業
用
施
設 

   

公
共
施
設 

   

公
益
的
施
設 

   

そ
の
他 

   

（注） １ ３土地利用計画(1) 施設計画の概要に掲げた施設区分に従い、施設完成後の当該

施設の管理者及び管理方法等について記載すること。 

２ 公共施設又は公益的施設であって、公共団体に移管されないものについては、そ

の管理方法等を特に詳細に記載すること。 
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第９号様式（第４関係）（用紙 日本工業規格 A4 縦型） 
 

 

       第    号 

  年  月  日 

 

              様 

 

住 所 

氏 名             印 

 

都市計画法第 32 条の規定に基づく同意 

 

    年   月   日付けによる申請については下記のとおり同意します。 

 

記 

 

１ 従前の公共施設一覧表（付替をしない場合） 

 

別紙(1)のとおり。 

 

 

２ 付替えに係る公共施設一覧表（付替をした場合） 

 

別紙(2)のとおり。 

 

 

３ その他（条件等） 

（注） １ 別紙には、付替をした場合と、付替しない場合のいずれか一つを添付すること。 

２ その他条件等があれば具体的内容を示すこと。 

３ 開発許可申請のときに添付すること。
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 別   紙 (1) 

従前の公共施設一覧表（付替道路、水路を設置しない場合） 

概        要 
従前の公共
施設の名称 

新旧対照
図に付し
た番号 

廃止、付
替え、拡
幅等の別 延  長 

幅  員 
（管径） 面  積 

管理者 
名 称 

所有者 
の名称 

摘  要 

   ｍ ｍ ㎡   

（注） 従前の公共施設の名称は、道路、公園等の種別ごとに記入すること。 

 

 

 

 別   紙 (2) 

付替えに係る公共施設一覧表（付替道路、水路を設置した場合） 

従前の公共施設 付替えに係る公共施設 

名    称 
新旧対照図に
付した番号 

土地所有者
の名称 

名    称 
新旧対照図に
付した番号 

付替後に
おける従
前の公共
施設用地
の帰属 

摘要 

 番号 地積   番号 地積   

（注） 都市計画法第 40 条第１項の規定により公共施設の付替えをする場合に記入すること。 

 

 

記入上の留意点 

１ 開発区域の公共施設を廃止、拡幅又はそのまま存置する場合には、別紙(1) に記入する

こと。 

２ その他の場合には、別紙(2)に記入し、「付替え後における従前の公共施設用地の帰属」

欄には、開発行為の許可を受けた者を記入すること。また、「摘要」欄には「付替えに係る

公共施設」の所有者を記入すること。 
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第 10 号様式（第４関係）（用紙 日本工業規格 A4 縦型） 

 

新設する公共施設一覧表 
 

概        要 
新設する公共施設

の名称 

新旧対照図に

付した番号 
延  長 

幅 員 

（管径）
面  積 

管理者となるべ 

き者の名称 
摘   要 

  ｍ ｍ ㎡  

 

上記のとおり都市計画法第 32 条に規定する協議を了したことを証します。 

 

      年  月  日 

 

 

                       （公共施設管理者） 

 

 

 

 

（注）１ 新設する公共施設の名称は、道路、公園等の種別ごとに記入すること。 

２ 概要の欄の道路の幅員については有効幅員を、道路の面積については道路敷の面積

を記入すること。 

３ 拡幅の場合は、従前の公共施設の番号、幅員等を摘要の欄に記入すること。 

 

印
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第 11 号様式（第４関係）（用紙 日本工業規格 A4 縦型） 
 

開発区域内権利者一覧表 
 

物件の種類 所在及び地番 面   積 権利の種別 権利者の氏名 同意の有無 摘     要 

  ㎡    

 

（注）１ 物件の種類の欄には、土地・建物等の種別を記入すること。 

２ 権利の種別の欄には、所有権・抵当権等の別を記入すること。 

３ 同意の有無の欄には、その旨を記入し、協議中の場合はその経過を示す説明書を添

えること。 

４ 同一物件に複数の権利者がいる場合には、全ての権利者について記入すること。 
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第 12 号様式（第４関係）（用紙 日本工業規格 A4 縦型） 
 

開 発 行 為 の 施 行 等 の 同 意 書  
 

      年    月    日 

 

 開発者 住 所 

     氏 名            様 

 

権利者 住  所 

氏  名            印 

電話番号 

 

わたくしが権利を有する次の物件について、開発行為及び開発行為に関する工事を行うことに

同意します。なお、当該物件が公共施設の用に供する土地となる場合があっても異議ありません。 

 

物 件 の 種 類               所 在 及 び 地 番                     面  積 権 利 の 種 類               摘   要 

  ㎡  

（注） 権利者の印に係る印鑑証明書を添付すること。 
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第 13 号様式（第４関係）（用紙 日本工業規格 A4 縦型） 
 

設 計 者 の 資 格 に 関 す る 申 告 書  
 

       年   月   日 

藤枝市長        様 

 

設計者 住  所 

氏  名 

      年   月   日生 

電話番号 

 

次のとおり都市計画法第 31 条に規定する設計者の資格について申告します。 

学校の名称 学部及び学科 所在地 修業年限 

学
歴 

    

勤務先 所在地 職  名 在職期間（合計  年  月） 

     年  月から  年  月まで 

     年  月から  年  月まで 

     年  月から  年  月まで 

実
務
経
歴 

     年  月から  年  月まで 

事業主体 工事施工者 施工場所 面 積 
許認可の番号及び 

年月日 

   ㎡ 第    号

 年  月  日

    第    号

 年  月  日

    第    号

 年  月  日

    第    号

 年  月  日

設
計
経
歴 

    第    号

 年  月  日

都市計画法施行規則第 19 条の該当資格 
 □ 第１号 

 □ 第２号 
イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト チ  

（注） １ 学歴の欄には、設計者の資格に関係のある学歴を記入すること。 

２ 実務経歴及び設計経歴の欄には、宅地開発に関する経歴のみを記入すること。 

３ 都市計画法施行規則第 19 条に規定する資格を証する書類を添えること。 

４ 開発区域の面積が 20 ヘクタール以上の場合の設計経歴欄には、20 ヘクタール以上

の開発行為に関する工事の経歴を記入すること。 
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第 14 号様式（第４関係）（用紙 日本工業規格 A4 縦型） 
 

申請者の資力及び信用に関する申告書 
     年   月   日 

藤枝市長        様 

申請者 住 所 法人にあっては、その 

主たる事務所の所在 

    氏 名 法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名 

電話番号 

都市計画法第 33 条第１項第 12 号に規定する必要な資力及び信用について次のとおり申告しま

す。 

設立年月日     年   月   日 資本金          千円 

法令による登録等  

従業員数           人（うち土木建築関係技術者      人） 

前年度事業量           千円 資産総額          千円 

前年度又は 

前年の納税額 
法人税又は所得税       千円 事業税        千円 

主たる取引金融機関  

職      名 氏     名 年 齢 在社年数 資格・免許・学歴・その他 

  才 年 

     

     

役
員
略
歴 

     

工事の名称 工事施行者 工事施行場所 面 積 
許認可の年月日及び 

番       号 
着工及び完了の年月 

   ㎡   年  月  日 

第     号 

  年  月 着工

  年  月 完了

      年  月  日 

第     号 

  年  月 着工

  年  月 完了

      年  月  日 

第     号 

  年  月 着工

  年  月 完了

      年  月  日 

第     号 

  年  月 着工

  年  月 完了

宅
地
造
成
経
歴 

      年  月  日 

第     号 

  年  月 着工

  年  月 完了

（注）１ 法令による登録等の欄には、宅地建物取引業法による宅地建物取引業者の免許、建築

士法による建築士事務所の登録、建設業法による建設業者の登録等について記入し、当

該免許証等の写しを添付すること。 

２ 次に掲げる書類を添えること。 

(1) 前年度に係る法人税又は前年に係る所得税の納税証明書 

(2) 財務諸表（直前の事業年度のもの） 
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第 15 号様式（第４関係）（用紙 日本工業規格 A4 縦型） 

 

資金計画書 

１ 収支計画 

                                     （単位 千円） 

科      目 金                  額 

処分収入  

宅地処分収入  

  

  

補助負担金  

  

  

  

収 
 

 
 

 

入 

計  

用地費  

工事費  

（内訳）  

整地工事費  

道路工事費  

排水施設工事費  

給水施設工事費  

防災工事費  

  

  

  

附帯工事費  

事務費  

借入金利息  

  

  

支 
 

 
 

 

出 

計  

（注） 処分収入にあっては、単価及び積算の基礎を科目欄に（ ）書すること。付帯工事にあ

っては、工事の種別（緑化費等）を区分して、それぞれについて記入すること。 
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２ 年度別資金計画                          （単位 千円） 

         年度 

 科目 
     年度      年度      年度 計 

事業費     

用地費     

工事費     

附帯工事     

事務費     

借入金利息     

     

     

借入金償還金     

     

     

支 
 

 
 

 
 
 

 

出 

計     

自己資金     

借入金     

その他 

（権利金、入会金等） 
    

     

処分収入     

宅地処分収入     

その他処分収入     

     

補助費負担金     

     

     

     

収 
 

 
 

 
 
 

 

入 

計     

借入金の借入先  

（注） 収入について、調達方法を裏づける書面（預金残高証明書、融資証明書等）の提出を求

める場合があるので留意すること。 
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第 16 号様式（第４関係）（用紙 日本工業規格 A4 縦型） 

 
工事施行者の能力に関する申告書 

 
     年   月   日 

藤枝市長        様 

申 請 者 住 所 法人にあっては、その 

主たる事務所の所在地 

氏 名 法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名 

電話番号 

工事施工者 住 所 法人にあっては、その 

主たる事務所の所在地 

氏 名 法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

都市計画法第 33条第１項第 13 号に規定する必要な能力について次のとおり申告します。 

設立年月日    年   月   日  資本金 千円 

法令による登録等  

事  務 技  術 労  務 計 
従業員数 

    

前年度又は前年の納税額 法人税又は所得税 千円 事業税 千円 

主たる取引金融機関  

建設業法第 26 条による主

任技術者の住所及び氏名 
 

職   名 氏   名 年 令 在社年数 資格・免許・学歴・その他 

  才 年 

     

     

技
術
者
略
歴 

     

注文主の氏名 元請・下請の別 工事施工場所 面 積 許認可年月日 完了年月 

   ｍ2 
  年  月  日   年  月

      年  月  日   年  月

      年  月  日   年  月

      年  月  日   年  月

宅
地
造
成
工
事
等
施
行
経
歴       年  月  日   年  月

（注） １ 法令による登録等の欄には、建設業法による建設業の許可、建築士法による建築士事務所

の登録等について記入し、当該許可証等の写しを添付すること。 

２ 次に掲げる書類を添えること。 

(1) 前年度に係る法人税又は前年に係る所得税の納税証明書 

(2) 法人の登記事項証明書（個人の場合は、履歴書） 
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第 17 号様式（第４関係）（用紙 日本工業規格 A4縦型） 

開発行為許可審査表 

申請日 年 月 日 指導要綱 
受付 年 月 日 

承認 年 月 日 
課 

受付 年 月 日 

番号  第  号 

申 請 者 住 所 氏 名  

開 発 行 為 地  

開 発 行 為 の 目 的  

開 発 面 積         ㎡ 

区 域 区 分 市街化区域・市街化調整区域・用途（        ） 

法第３４条該当号  

予 定 建 築 物 等  

自 己 用 ･ 非 自 己 用 自己居住用・自己業務用・非自己用 

設 計 者 氏 名              電話 

手 数 料         円（済・未納） 

 

 意  見  記  入  欄  
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番 
号 

書類名 
有 
無 

番 
号 

図書名 
有 
無 

① 開発行為許可申請書  ① 位置図  

② 設計説明書  ② 案内図  

③ 
住民票又は法人の登記事項証明書
（全部事項証明書に限る。） 

 ③ 現況平面図  

④ 措置対応書  ④ 公図の写し  

⑤ 給水承諾書  ⑤ 土地利用計画図  

⑥ 個別法による関係機関許可書等  ⑥ 緑化計画図  

⑦ 新設する公共施設一覧表  ⑦ 緑化模式図  

⑧ 従前の公共施設一覧表  ⑧ 建物平面図及び立面図  

⑨ 
都市計画法第３２条の規定に基づく
同意・協議について 

 ⑨ 造成計画平面図  

⑩ 開発区域内権利者の一覧表  ⑩ 造成計画断面図  

⑪ 開発行為の施行等の同意書  ⑪ 排水施設計画平面図  

⑫ 権利者の印鑑証明書  ⑫ 給水施設計画平面図  

⑬ 設計者の資格に関する申告書  ⑬ がけの断面図  

⑭ 
申請者の資力及び信用に関する申告
書 

 ⑭ 擁壁の構造図  

⑮ 資金計画書  ⑮ 給排水施設構造図  

⑯ 工事施行者の能力に関する申告書  ⑯ 防災工事計画平面図  

⑰ 
土地及び建物の登記事項証明書（全
部事項証明書に限る。） 

 ⑰ 防災施設構造図  

⑱ 
都市計画法第３４条各号のいずれか
に該当する理由を示す書面 

 ⑱ 全体求積図  

⑲ 構造計算書  ⑲ 緑地求積図  

⑳ 安定計算書  ⑳ 地盤改良計画図  

 水理計算書   公共施設新旧対照図  

 土質調査書   道路縦断面図  

    道路横断面図  

    道路断面構造図  

    公園計画平面図  

    市道接続部改良計画図  
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第 18号様式（第４関係）（用紙 日本工業規格 A4縦型） 

 第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

藤枝市長        印 

 

都市計画法第 29条の開発行為について（許可） 

 

  年  月  日付けで申請のあった開発行為については、都市計画法第 29 条第 項の規

定に基づき、下記により許可します。 

１ 開発区域に含まれる 

地域の名称、地番 
 

２ 開発行為の目的及び 

開発区域の面積 
 平方メートル 

３ 予定建築物等の用途  

４ 工事施行者住所氏名  

５ 工事着手予定年月日 年      月      日 

６ 工事完了予定年月日 年      月      日 

７ 自己の居住の用に供

するもの、自己の業務

の用に供するもの、そ

の他のものの別 

 

８ 法第 34 条の該当号 

及び該当する理由 
 

届出受付       年      月      日    第        号 

開 
 

発 
 

行 
 

為 
 

の 
 

概 
 

要 

９ その他必要な事項  

許可に付した条件 
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第 19 号様式（第５関係）（用紙  日本工業規格 A4 縦型） 

開発行為変更許可審査表 

申請日 年 月 日 指導要綱 
受付 年 月 日 

承認 年 月 日 
課 

受付 年 月 日 

番号   第 号 

申 請 者 住 所 氏 名  

開 発 行 為 地  

開 発 行 為 の 目 的  

開 発 面 積         ㎡ 

区 域 区 分 市街化区域・市街化調整区域・用途（        ） 

法第３４条該当号  

予 定 建 築 物 等  

自 己 用 ･ 非 自 己 用 自己居住用・自己業務用・非自己用 

設 計 者 氏 名              電話 

手 数 料         円（済・未納） 

 

 意  見  記  入  欄  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



73 
 

番 
号 

書類名 
有 
無 

番 
号 

図書名 
有 
無 

① 開発行為変更許可申請書  ① 位置図  

② 設計説明書  ② 案内図  

③ 変更の理由書  ③ 現況平面図  

④ 変更事項対照表  ④ 公図の写し  

⑤ 給水承諾書  ⑤ 土地利用計画図  

⑥ 個別法による関係機関許可書等  ⑥ 緑化計画図  

⑦ 新設する公共施設一覧表  ⑦ 緑化模式図  

⑧ 従前の公共施設一覧表  ⑧ 建物平面図及び立面図  

⑨ 
都市計画法第３２条の規定に基づく
同意・協議について 

 ⑨ 造成計画平面図  

⑩ 開発区域内権利者の一覧表  ⑩ 造成計画断面図  

⑪ 開発行為の施行等の同意書  ⑪ 排水施設計画平面図  

⑫ 権利者の印鑑証明書  ⑫ 給水施設計画平面図  

⑬ 設計者の資格に関する申告書  ⑬ がけの断面図  

⑭ 
申請者の資力及び信用に関する申告
書 

 ⑭ 擁壁の構造図  

⑮ 資金計画書  ⑮ 給排水施設構造図  

⑯ 工事施行者の能力に関する申告書  ⑯ 防災工事計画平面図  

⑰ 
土地及び建物の登記事項証明書（全
部事項証明書に限る。） 

 ⑰ 防災施設構造図  

⑱ 
都市計画法第３４条各号のいずれか
に該当する理由を示す書面 

 ⑱ 全体求積図  

⑲ 構造計算書  ⑲ 緑地求積図  

⑳ 安定計算書  ⑳ 地盤改良計画図  

 水理計算書   公共施設新旧対照図  

 土質調査書   道路縦断面図  

    道路横断面図  

    道路断面構造図  

    公園計画平面図  

    市道接続部改良計画図  
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第 20号様式（第５関係）（用紙  日本工業規格 A4縦型） 

 

   第     号 

   年  月  日 

 

            様 

 

藤枝市長            印 

 

開発行為の変更について（許可） 

 

  年  月  日付けで申請のあった開発行為の変更については、都市計画法第 35 条の２第

１項の規定に基づき、下記により許可します。 

 

 

区    分 変  更  前 変  更  後 

開発区域に含まれる 

地域の名称 
  

開発区域の面積 平方メートル 平方メートル 

予定建築物等の用途   

工事施行者住所氏名   

法第 34 条の該当号 

及び該当する事項 
  

開
発
行
為
の
変
更
の
概
要 

その他必要な事項 
 

 

許可に付した条件 
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第 22 号様式（第５関係）（用紙 日本工業規格 A4縦型） 

 

 第     号 

年  月  日 

             様 

 

藤枝市長         印 

 

開発行為の設計の変更に関する協議について（通知） 

 

  年  月  日付けで提出のあった開発行為変更協議書について、協議が終了した旨通知し

ます。 

なお、都市計画法施行規則第 29 条の工事完了届出書若しくは公共施設工事完了届出書又は同法

施行細則第５条の５の開発区域内における建築等制限解除申請書を提出する前に、同法第 35 条の

２第１項の規定による許可を受けなければならない旨、申し添えます。 
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第 25 号様式（第９関係）（用紙 日本工業規格 A4 縦型） 

 

開発行為に関する工事の完了検査依頼書 

 

年  月  日 

 

        様 

 

課 長 

 

別紙のとおり開発行為に関する工事が完了しましたので、下記により検査のうえ、開発行為に関

する工事の完了検査（再検査）結果書を提出してください。 

 

記 

 

１ 検 査 日 時 

     年  月  日 （午前・午後）  時  分 

 

２ 開発行為の申請場所 

藤枝市 

 

３ 開 発 事 業 者 

 

 

４ 検査結果書提出期限 

     年  月  日（ ）まで 

 

５ 添 付 書 類 

 

 

６ 検 査 依 頼 課 
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第 26 号様式（第９関係）（用紙  日本工業規格 A4 縦型） 

開発行為に関する工事の完了検査（再検査）結果書 

下記の開発行為の工事の完了検査（再検査）を実施した結果を報告します。 

記 

部 長 課 長 課 名 課 

検 査 年 月 日 年  月  日 
決 裁   

許 可 番 号 第   号 許 可 年 月 日 年  月  日 

許 可 を 受 け た 者 の 

住 所 及 び 氏 名 
 

開 発 区 域 の 名 称  

開 発 行 為 の 目 的  開 発 区 域 の 面 積 ㎡ 

予 定 建 築 物 等 の 用 途  

設 計 者  

工 事 施 行 者  

工 事 着 手 年 月 日 年  月  日 工 事 完 了年 月 日 年  月  日 

検 査 員 職 氏 名    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検

査

の

結

果  

確 認 方 法 現場検査・写 真・その他（          ） 

上記のとおり報告します。 
 

      年  月  日 
 

報告者 職氏名        ○印  
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第 27 号様式（第９関係）（用紙  日本工業規格 A4 縦型） 

第     号 

年  月  日 

        様 

藤枝市長        □印  

 

開発行為に関する工事の完了検査（再検査）結果通知書 

 

    年  月  日付けで工事完了届出書があった開発行為について検査した結果を下記

のとおり通知します。なお、下記事項が完了した場合は、手直工事（指示事項）完了報告書を提出

してください。 

記 

担 当 課 意   見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手 直 し 事 項 等 の 確 認 方 法 現 場 検 査 ・ 写  真 ・ そ の 他 （      ） 

備考 
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第 28 号様式（第９関係）（用紙  日本工業規格 A4 縦型） 

 

 

 

 

開発行為に関する工事の検査済証 

 

 第     号 

年  月    日 

 

 

藤枝市長         印 

 

 

下記の開発行為に関する工事は、  年  月  日検査の結果都市計画法第 29 条の規定によ

る開発許可の内容に適合していることを証明します。 

 

記 

 

１ 許可年月日及び番号       年   月   日   第       号 

 

 

２ 開発区域又は工区に 

含まれる地域の名称 

 

 

３ 許可を受けた者 

の住所及び氏名 
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第 29 号様式（第９関係）（用紙  日本工業規格 A4 縦型） 

 

 

 

 

公共施設に関する工事の検査済証 

 

 第    号 

年  月  日 

 

 

藤枝市長         印 

 

 

下記の公共施設に関する工事は、  年  月  日検査の結果都市計画法第 29 条の規定によ

る開発許可の内容に適合していることを証明します。 

 

記 

 

１ 許可年月日及び番号         年   月   日   第     号 

 

２ 工事を完了した公共施設が 

存する開発区域又は工区に 

含まれる地域の名称 

 

３ 工事を完了した公共施設 

 

４ 許可を受けた者の 

住所及び氏名 
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第 30号様式（第 10 関係）（用紙  日本工業規格 A4縦型） 
 

開発区域内における建築等制限解除審査表 

申請日 年  月  日 受付日 
年  月  日 

第    号 

申請者の住所  

申請者の氏名  

開発行為の許可年月日、番号 年  月  日  第    号 

開発行為の目的  

開発区域に含まれる地域の名称  

建築制限の解除を 

申請する土地の区域 
 

１ 土地利用計画図  ２ 建築物等の位置図、配置図  
図 

書 

３ 棟別一覧表  ４ 建築物等の図面（平面、立面等）  

棟   別   概   要 

規     模 
棟 用  途 構  造 

階  数 建築面積 延面積 
備     考 

       

建築等の予定工期 着手    年   月   日  完了    年   月   日 

申請の理由 

建築等制限解除の適否の理由 
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第 31 号様式（第 10 関係）（用紙  日本工業規格 A4 縦型） 

    第     号 

    年  月  日 

 

              様 

 

藤枝市長           印 

 

開発区域内における建築等の制限解除について 

 

年  月  日付けで申請のあったこのことについては、都市計画法第 37 条第１号の規定に基

づき、下記のとおり建築等の制限を解除します。 

 

記 

 

１ 開発行為の許可年月日及び番号      年   月   日  第      号 

 

２ 開発区域に含まれる地域の名称 

 

３ 建築等の制限を解除する土地の区域 

 

４ 予定建築物等の用途、規模、構造、棟数 

 

５ 解除に付した条件 

当該開発区域（開発区域を工区に分けたときは当該工区）の工事の検査済証の交付を受ける

までは、建築物等は使用してはならない。 

ただし、公共施設の帰属を伴う場合は、工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物

等は使用してはならない。 
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第 33号様式（第 12 の２関係）（用紙  日本工業規格 A4縦型） 

開発行為工事廃止届受理審査表 

届出日 年  月  日 受付日 
年  月  日 

第      号 

届出者の住所  

届出者の氏名  

開発行為の許可年月日及び番号 年   月   日   第      号  

開発区域に含まれる地域の名称   

項          目 有無 項          目 有無 

１ 開発区域位置図  ４ 防災工事計画書  

２ 現況図  ５ 現況写真  

添 

付 

図 

書 ３ 公共施設機能回復計画書  ６ 工事施行写真  

棟        別        概        要 

工事着手年月日 年    月    日    ・    未着手 

工事廃止年月日 年    月    日 

現地確認年月日 年    月    日    ・    現地確認不要 

工事廃止の理由 

公共施設機能回復措置の内容及びその適否 

防災措置の内容及びその適否 
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第 34 号様式（第 12 の２関係）（用紙  日本工業規格 A4 縦型） 

 
        第          号 

        年  月  日 

 

              様 

 

藤枝市長           印 

 

開発行為に関する工事の廃止の届出書の受理について 

 

   年  月  日付けで届出のあった都市計画第法 38 条の規定に基づく開発行為に関する

工事（許可年月日及び番号   年  月  日  第     号）の廃止の届出書を受理した

ので通知します。 
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第 36 号様式（第 14 関係）（用紙  日本工業規格 A4 横型） 
申請者の氏名  

設計者（作成者）の氏名              
設計者（作成者）の住所  敷 地 概 要 書  
設計者（作成者）の TEL    －（   ）－ 
 

地           目 権利の内容 面             積 
土
地 

土地の現況等 
公  簿  現  況   公  簿 ｍ２ 実  測 ｍ２ 

土地の状況 地盤の軟弱な土地 
がけくずれ又は出水 
のおそれの多い土地 

その他左に類する土地 
（災害危険区域急傾斜地崩壊危険区域等） 

要 上記土地に 
対する安全 
上必要な措 
置の方法 

   第
一
号
ロ
関
係 

令
第
三
六
条
第
一
項 

安 

全 

対 

策 

地
盤
の
改
良
等
の 

地盤の改良、擁壁の設置等 
 
 
安全上必要な措置の要否 

必要としない地盤の状況  

下水の処理方法 汚  水  雨 水  

排水施設の規模・構造 
名称及び 
規  模 

 

 
構 造  

放流先の状況・名称・管理者 
放流先の状況 

（放流先までの距離） 
         (   ｍ) 名 称  管理者  

 

第
一
号
イ
関
係 

令
第
三
六
条
第
一
項 

下
水
の
排
出
等 

許可(承諾)等の手続の概要･経緯   

第１項該当 
号及び名称 １号 ２号 ３号 ４号 ５号 名称及び位置の指定年月日等  

建築基準法第 42 条該当号 

第２項該当  
必要な道路の 
後退線の距離 

(イ)                   (ロ) 
道路の中心線から    ｍ がけ等の境界線から      ｍ 

接続する位置･道路の幅員･管理者 
敷地が接続する位置 

(路地状敷地である場合はその距離) 
敷地の 側 

（  ｍ)
幅                     員 

(路地状敷地である場合はその幅員) 
ｍ 

(    ｍ) 
管理者  

 

第
四
三
条
関
係 

建
築
基
準
法 

接
続
道
路 

許可(承諾)等の手続の概要･経緯  

そ
の
他 

他の法令等による許認可の 
有無及び手続の概要・経緯 
(河川・道路の関係を除く。) 
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第 37 号様式（第 14 関係）（用紙 日本工業規格 A4 縦型） 

 

    第       号 

    年   月   日 

 

            様 

 

藤枝市長         印 

 

開発区域内における建築等の許可について 

 

  年  月  日付けをもって申請のあったこのことについては、都市計画法 

第 41 条第２項ただし書
の規定により、下記のとおり許可します。

 

第 42 条第１項ただし書 

 

記 

 

 １ 開発行為の許可年月日及び番号 

 

 

 ２ 建築等をしようとする場所 

 

 

 ３ 建築物等の用途、規模、構造、棟数 

 

 

 ４ 許可の条件 
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第 38 号様式（第 14 関係）（用紙 日本工業規格 A4 縦型） 

 

      第       号 

      年   月   日 

 

                様 

 

藤枝市長         印 

 

市街化調整区域内における建築等について 

 

このことについて、都市計画法第 43 条第１項の規定により、下記のとおり許可します。 

 

記 

１ 建築等の場所 

２ 敷地面積 

３ 建築物等の用途 

（規模、構造、棟数） 

       イ(法第 34 条第  号) 

４ 該当号 都市計画法施行令第 36 条第１項第３号    該当 

       ロ、ハ、ニ、ホ 

 

５ 条  件 
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６ 当該施設に変えた新たに設置する公共施設 

区 分 国に帰属する面積 市に帰属する面積 計 

市 町 村 道 ㎡ ㎡ ㎡ 

準 用 河 川    

普 通 河 川    

認 定 外 道 路    

そ の 他    

計    

 

７ 新たに設置し、市町村に帰属させる公共施設 

区 分 面 積 

市 町 村 道 ㎡ 

準 用 河 川  

普 通 河 川  

認 定 外 道 路  

そ の 他  

計  

 

８ 添付図書 

(1) 位置図 

(2) 公図写し 

(3) 計画概要書 

(4) 求積図（新旧別） 

(5) 総括調書（別紙１） 

(6) 従前の公共施設の土地調書（別紙２） 

(7) 施工後公共施設とする土地調書（別紙３） 

(8) 同意書（別紙４） 

(9) 設置する公共施設の縦横断図、構造図 

(10) その他必要とする書類 

 

９ 連絡先 

所  属 

氏  名 

電話番号 
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（別紙１） 

総 括 調 書 

 

１ 開発区域に含める市町村道の名称、所在、面積 

面積 
路線名 所在 

国有地 市有地 その他 計 

      

      

      

 

２ 開発区域に含める準用河川の名称、所在、面積 

面積 
河川名 所在 

国有地 市有地 その他 計 

      

      

      

 

３ 総括表 

開 発 区 域 に 含 め る 公 共 施 設 の 面 積 

区  分 
存 置 

相 互 

帰 属 

用 途 

廃 止 
計 

相互帰属に

より国有地

又は市有地

となる土地 

新たに設置

された市有

地となる土

地 

国有地       
市町村道 

市有地       

国有地       
準用河川 

市有地       

国有地       
普通河川 

市有地       

国有地       認定外 

道路 市有地       

国有地       
その他 

市有地       

国有地       
計 

市有地       
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（別紙２） 

従前の公共施設の土地調書（従前の公共施設） 

１ 国有地 

図面 

番号 

施設の 

名称 
大字 字 

地先 

地番 
面積 

財産処理

方法 
備考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

２ 市町村有地 

図面 

番号 

施設の 

名称 
大字 字 

地先 

地番 
面積 

財産処理

方法 
備考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

（注）１ 施設の名称の欄は、市町村道、準用河川、認定外道路、普通河川と記載し、それ以外の

場合は、具体的な施設の名称を記載すること。 

２ 地番の無い土地の地先地番は起点及び終点を隣接地番で記載すること。 

３ 財産処理方法の欄には、存置、相互帰属又は用途廃止の別を記載する。 

４ 備考欄には次の事項を記載する。 

(1) 存知する土地の用途を変更する場合は、その旨及び変更後の用途 

(2) 用途廃止する国有地を財務省からの売り払い以外の方法で処分する場合は、その処

分方法 

(3) その他必要な事項 
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（別紙３） 

施工後公共施設とする土地調書 

 

１ 相互帰属により国有地となる土地（都市計画法第４０条第１項） 

図面

番号 

施設の 

名称 
大字 字 

地先 

地番 
延長 

平均 

幅員 
面積 

対応す

る従前

施設 

備考 

     ｍ ｍ ㎡   

          

          

          

          

          

          

 

２ 相互帰属により市有地となる土地（都市計画法第４０条第１項） 

図面

番号 

施設の 

名称 
大字 字 

地先 

地番 
延長 

平均 

幅員 
面積 

対応す

る従前

施設 

備考 

     ｍ ｍ ㎡   

          

          

          

          

          

          

 

３ 新たに設置された施設の敷地で市有地となる土地（都市計画法第４０条第１項） 

図面

番号 

施設の 

名称 
大字 字 

地先 

地番 
延長 

平均 

幅員 
面積 

対応す

る従前

施設 

備考 

     ｍ ｍ ㎡   

          

          

          

          

          

          

 

（注）１ 施設の名称の欄は、市町村道、準用河川、認定外道路、普通河川と記載し、それ以外の

場合は、具体的な施設の名称を記載すること。 

２ 対応する従前施設の欄は、「従前の公共施設の土地調書」の図面番号を記載する。 
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（別紙４） 

同 意 書 

 

あなたが施行する開発行為に関し、下記の公共施設について別紙図面のとおり付け替え（廃止）

することに異議ありませんので同意します。 

 

記 

 

所 在 地 種 別 面 積 

市 町 村 道  

準 用 河 川  

普 通 河 川  

認 定 外 道 路  

そ の 他  

 

計  

 

年  月  日 

 

申請者        様 

 

利害関係人住所 

     氏名           ○印 

 

（注）１ 開発行為による道路、水路の付替え（廃止）についての同意であり、徴求範囲は用途変

更申請の場合と同様とする。 

２ 変更申請にあっては、新たに道路、水路の付替え（廃止）を行う変更内容の場合に添付

する。 
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第 40 号様式（第 17 関係）（用紙 日本工業規格 A4 縦型） 

 

      第       号 

      年   月   日 

 

             様 

 

藤枝市長         印 

 

地位の承継の承認について 
 

   年  月  日付けで申請のあったこのことについては、都市計画法第 45 条の規定に

基づき、下記のとおり承認します。 

 

記 

 

 １ 開発行為の許可年月日及び番号 

 

 

 

 ２ 開発区域に含まれる地域の名称 

 

 

 

 ３ 被承継人の住所及び氏名 

 

 

 

 ４ 自己の居住の用に供するもの、 

自己の業務の用に供するもの、 

その他のものの別 

 

 

 ５ 承継年月日 

 

 

 

 ６ 承認に付した条件 
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第 41 号様式（第 19 関係）（用紙 日本工業規格 A4 縦型） 

第    号 

年  月  日 

 

 

都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明書 
 

 区画番号  

 区画面積 ㎡ 

住 所  

申 請 者 
氏 名  

建 築 し よ う と す る 場 所  

区 域 区 分 

□ 市街化区域 

□ 市街化調整区域 

□ 都市計画区以外の区域 

用 途 地 域  

開 発 行 為 の 有 無   有  無  （敷地面積〔実測〕       ㎡） 

建 築 物 等 の 用 途  

該 当 条 項 号 
 

都市計画法上の許可を要さな

い場合には、その該当条項号

及び内容 内 容 
 

該 当 条 項 号 
 

許可の年月日及び番号 
 

都市計画法上の許可を受けて

いる場合にはその該当条項

号、許可の年月日及び番号並

びに許可を受けた者の氏名又

は名称 許可を受けた者の氏名

又は名称 

 

 

上記のとおり都市計画法の規定に適合していることを証明します。 

 

藤枝市長        印 

 

  


